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れ
ら
の
要
件
町
市
た

L
損
法
↑
給
付
J

号
、
担
絞

L
た
先
履
行
義
務
者
は

ず
に
経
過
し
た
場
ム
円
仁
川
い
、

ん
と
、
L
M
明行川品川

主 'j
京ふ

sIJ 求
ご め
あ ι
つ相

ご当
もな
ろ2 ~_<.: 
全日 誌

をの
Wf iJ 
|改加
す 日ぐ
る 1[1
-ヰ
}士jし

んえ

が廷

で す
え る
えー)JJ ，_ 

ム
刀、

で

の

あ阿
るii ミ

:土

認

に

あ

反
日
叫
給
付
の
↓
九
段
ま
と
は
そ
の
旧
世
保
の
北
い

lμl 
条

" ，tJ!¥ 
λ 。
f辻

巣
J 
〆r

、7

¥ 
ノノ

方守

項。)
(1 
f辻

"、よJ
:甘i
題
視

れ
て
し、

ち
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同
社
}
な
る
の
は
、

綱
引
の
〈
九
日

uvを
什
わ

L
い

何
州
一
の
の
日
に
よ
ペ
て
阿
ん
叫
ん
の
淀
川
を
排
除
マ
ノ
ま
た
は
い
阿
久
人
山
内
百
ふ
泣
史
す
る
こ
と
は
、

に
お
い
て
、
先
日
同
ノ
わ
け
義
務
す
た
る
約
款
叩
日
考
仁
右
利
な
形
で

可
従

条
を
山
広
張

J

す
る
条
泌
を
設
け
る
こ
と
が
冷
訂
さ
れ
る
の
か
、
で
あ
る
)
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
長
件
出
に
ま
い
て
、

反
対
給
付
泊
求
権
の

危
苅
化
一
い
ム
す
ん
な
い
江
r
m
f
h
H
4
門
戸
み
で
光
収
計
義
務
主
に
法
的
潅
判
刊
を
介
与
す
る
条
羽
や
、
任
叫
ん
ハ
什
ん
が
契
約
締
結
時
ず
司
、
い
介
在
し

ιthr日
川
行
義
f

悼
の

ど
い
た
場
へ
い
に
も
先
制
改

C
義
務
者
じ
'
て
の
法
均
株
訓
刊
を
ベ
ヲ
ず
る
条
4
4
灯
有
効
性
が
閣
想
説
さ
れ
、
地
方
、
効
果
同
い
お
い
¥
畳
一

川
律
土
門
川
肝
除
』
卒
、
山
似
古
川
州
依
請
求
濯
、
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三
二
条
の
要
刊
を
玄
史
す
る
い
日
出
不
足
粂
沼
、
の
有
効
性

ゴ
問

要
件
と
し
て
の
信
用
不
足
と
反
対
給
付
詰
求
権
の
危
治
化

-
)
同
期
の
裁
判
例
お
よ
び
午
前

A
C
R
心
施
ノ
十
前
の
裁
判
例
で
あ
る

一l吋
ア

L

c 

¥ 

¥ノ

で
は
、
品
製

ノ
七
ル
ト
凡
ァ
松
地
方
裁
判
所
一
九
七
九
日
汁

の
「
ぷ
忙
し
い
判
却
す
る
凶
人
間
の
収
引
で
陵
刑
さ
れ
た
約
H
A
h
次
の
よ
う
な
条
一
加
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
有
知
性
が
争
わ
れ
た

門
川
、
土
が
負
っ
た
代
金
市
主
払
+
山
務
の
よ
小
阪
/
れ
ま
と
は
賀
、
の
財
産
状
怒
悪
化
一
関
す
る
川
日
夜
以
、
売
で
に
、

何
吋
ご
も
契
約
を
解
除

J
q
る
権
利
、
ま
た
は
山
R
i
p
-〈
仏
社
務
を
先
川
順
行
し
た
川
崎
ム
3

に
の
人

1
的
物
の
供
給
千
一
り
つ
山
口
を
ふ
T
張
、
ず
る
林
利
手
一
刊
7
J
q
ゐ
)

判
決
は
、
本
利
条
市
川
一
ぞ
畳

J

…
刈
と
は
し
な
か
f
J

ん
も
の
の
、
む
久
本
攻
を
一
席
容
の
財
f
T
状
態
悪
化
肉
、
ぇ
ト
具
体
的
な
託
本
権
の
仇
科
ハ
化

J

ア
存
4
v
ふ
何
時
~
い
に
の
み
貯
除
作
叫
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
不

ν

た
J

さ
ら
に
、
半
件
条
頃
か
ら
は
、
に
と
ァ
日
間
γ

ーの

財
罪
状
dR
志
化
の
事
実
が
な
く
て
も
、

で
の
宵
の
陪
較
が
十
作

U
Fる
だ
け
で
溶
除
原
し
十
い
に
な
る
か
の
よ
う
な
堺
釈
が
川
町
能
で
あ
る
が
、
川
A
I
J

款
刊
或

F

世
小
ベ
刊
誌
一
の
原
則
に
よ
け
、
内
〈
主
の
防
ι
E
状
笠
山
巾
川

ρ

に
の
パ
パ
ヨ
也
氏
が
ム
引
存
ー
二
、
い
な
け
れ
♂
な
ら
な
い
と
込
べ
三
ο

取
は
決
は
、

A
G
B
G
脳
行
前
の
判
決
で
あ
7
Q

だ
め
、
そ
の
後
の
裁
判
例
と
は
法
律
附
成
の

ι明
、
返
レ
が
あ
る
J

ぶ
J

t

E
川
町
ヤ
人
九
i

況
を
河
内
と
す
る
契
約
併
除
に
お
い
て
は

げ
川
崖
状
悲
川
じ
化
が
山
下
実
に
の
存

L
こ
れ
に
よ
っ
て
反
汁
給
三
泊
ポ
憎
の
け
〕
列
化
が
h
v
す
る

こ
レ
が
れ
円
十
川
へ
で
あ
り
、
こ
の
褒
hv
片
手
一
利
款
に
上
J

C

M

引
辛
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い

y

い
う
お
け
持
を
況
ら
か
に

l
た
こ
と
の
先
取
ぬ
な

依
恰
は
丈
夫
ド
い

n

A
G
日

G
U
Mづ
け
出
後
の

F
7
3
5
H
、川町【

T
方
の
羽
昨
状
態
山
山
本
質
的
悪
化
や
何
日
係
原
川
ー
と
す
る
条
一
羽
を
、

A

C

R

C

C
条
一

ロ
ス
パ
二
つ
解
除
の
一

H
4「
な
坪
山
間
」
に
人
パ
ま
れ
る
た
め
ぷ
到
し
仁
し
て
有
効
?
あ
る
と
附

l
て
い
ん

J

た
だ
[
、
究
続
的
手
作
大
に
品
、
っ
か

組ーヮ、
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入
品
い
町
民
仲
状
ム
百
日
E
に
に
に
悶
「
る
山
一
r
L
T
P心両市-入品や、

に
な
る
1
f

群
1
}

て
い

川
町
産
状
宮
小
品
化
に
関
す
る
い
ル
一
羽
な
説
念
を
町
出
こ
す
る
解
除
条
項
は
例
外
的
に
無
効

こ
れ
い
u
h
h
}

て
、
こ
の
で
つ
な
条
忘
を
原
則
恥
坊
と
す
る
見
解
も
み
ん
わ
に
が
、

こ
の
見
解
は
、
付
加
山
川
羽

の
が
七
を
γ

ハ山
r
f
と
し
て
い
る
け
で

A
G
β
G

↓

一
条
四
号
に
を
反
寸
る
よ
め
い
世
J

川
刈
で
あ
る
と
し
て
い
る
ド
ど
こ
ま
り
日
産
状
惑
の
本

町
民
自
芯
化
Jγ
品
良
市
貯
伺
と
す
る
こ
と
ぞ
れ
一
判
休
み
一
河
開
必
読
し
て
い
た
わ
け

C
は
な
い
ο

い
ず
れ
に
付
」

定
川
弔
ア
山
門
止
条
幻
に
つ
い
て
り
詳
細
必
検
討
委
か
ス
た
日
7
J同
は
み
ら
れ
な

A
G
日

G
施
行
直
後
の
時
は
に
お
い
て
は

一刀

J

た

ドイツ，>おけ乙七六月小"↓去J主的混山!とィ、 K灯打[11、培規疋

(
2
」
信
用
不
足
条
市
(
の
有
対
川
け
な
総
討
す
る
学
説

や
が
て
、
下
一
対
仁
お
い
て

|日

条
ぃ
J
J
疋
め
る
安
件
か
〔
の
逸
脱
と
い
う
向
守
か
ら
儒
明
不
足
条
羽
の
有
効
性
を
論
じ
る
見
解

が
叫
れ
る

フ
j

〉
・
ヴ
ェ
ス
ド
ブ
/

1

1

レ
ン
に
よ
れ
ば
、
ま
と
9
、

取
吾
の
一
好
ま
し
く
な

ν

』
】

" ::r~ 
>' 
d 

z -" 

信
用
情

報
」
か
解
除
原
い
と
ず
る
弘
司J

呪
は

二
つ
の
一
一
同
点
れ
で
つ

。
条
二
」
J

に
選
以

7
4
効
と
許
制
さ
札
る

，え1

1ヰ合

に
、
解
除
貯

八
、
戸
U
い
U
P
U

仁
川
ぷ
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
?
か
1

と
う
か
と

v

で
あ
心
一
好
ま

ν
ノ
、
点
。
、
に
と
い
う
概
念
辻
、
制
値
刊
附
の
余

地
が
出
宇
古
一
る
た
め
、

明
確
な
白
Hmum
内
容
を
石
}
ぶ
-
い
る
と
は
い
え
す
、

山
町
款
!
一
川
に
前
除
原
川
一
ー
か
明
ぶ
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い

コ
条
一
号
引
受
件
多
一
満
た
さ
な
レ
バ
こ
の
、

I
r

は
、
代
会
支
払
が
諜
リ
が
ち

で
あ
y
Q

こ
と
や
、
顧
客
の
情
出
不
足
に
詞

こ
い
、
つ

す
ぬ
川
リ
訴
が
い
川
ら
か
の

「
報
山
1

ふ
り
リ
ん
し
講
つ
か
れ
る
こ
と
を
川
町
除
胤
利
己
す
る
長
刀
、
に
つ
い
て
も
川
転

ほ

事

い

こ
の
よ
司
ノ
な
信
川
市
民
が
縦
一
徐
原
料
と
し
て

1

正
当
な
却
出
一
に
あ
た

ω
カ
い
う
;
か
と
い
う
川
市

'rあ
る
、
例
え
ば
、
百

「
支
払
立
滞
一

ノ
ド
仏
関
山
刊
誌
疋
の
町
ム
ム
T

を
火
く
山
に
討
い
て
一

条
凶
ロ
勺
の
説
占
ー
か
ら
も

持
作
の
中
な
る

守
山
樹
海
原
附
と
す
る
条
山
は
、

折
、
効
じ
あ
る
が

一
心
条
一
円
勺
の
観
点
か
ら
弘
一
T
K
4「
な
押
尚
一
と
は
併
さ
れ
な
い

:
L
こ
イ
ゴ
ニ
¥

J
j
J
t
l
X
[
♂〈

子
形
・
小
沼
干
の
吉
弘
和
尚
一
副
十
白
が
μ
成
メ
れ
た
一
一
と
を
間
叶
ヘ
片
山
忠
悦
と
す
ゐ
条
項
は
、

有
切
で
あ
る
=

な
ぜ
な
ら
、

日え人法羊)fi3 (2--:()í~1 :i(i3 r2(ll':L7 



，;~~ 

こ
の

ρ
境
は
通
昔
、
積
極
的
民
権
伎
に
や
構
戒
す
る
か
ら
で
あ
る
も
ち
ろ
ん
、
培
、
検
IU
債
権
伎
'
仁
か
"
弔
に
法
定
肝
除
権
を
正
当
な
h

ゴ
問

L
め
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
予
大
な
違
反
ど
一
J
L
め
ら
れ
ム
Y
℃
ど
の
多
い
喜
一
い
円
門
会
一
事
除
原
礼
一
止
す
る
ご
と
は
「

H
4
なけ
f
j斗
一
に
な
る

n
h
J
 

川
聞
か
什
制
円
政
監
土
れ
は
刊
誌
1
7
4杭
の
明
治
、
自
問
客
の
え
払
出
{
J

止
を
解
除
原
阿
と
す
る
条
改
も
、
有
効
で
あ
7
Q
F

号
一
れ
γ
」
り
の
事
的
は

久
木
の
で
に
お
い
と
も
、
討
す
仲
状
態
の
本
質
均
悪
化
と
い
へ
虫
色
を
渦
れ
一
す
宇
治
と
僻
さ
れ
る
か
り
で
あ
フ
ω
っ
こ
の
寸
つ
な
場
九
戸

111 

一
条
が
規
t

一
ん
し
て
い
る
「
続
、
す
な
わ
ち
反
対
給
ノ
ん
の
宍
現
ま
た
は
利
保
供

7
の
機
会
を
顧
客
い

7
え
る
こ
と
は
、
催
、
巨

町
、
と
与
え
り
れ
る
た
め
、
れ
刊
川
州
知
聞
の
設
ど
は
必
更
な
く
、
九
川
混
告
別
肝
ヘ
ザ
キ
」
疋
め
る
条
MJJも

条
内
ー
す
に
法
以
し
な
い
。

{也
ノj

写
の
引
則
古
川
に
強
事
執
/
れ
が
行
お
れ
た
予
}
と
は
、

直
ち
に
叩
削
除
の

ー
止
当
な
理
山
」
と
は
な
ら
す
、

事
案
ご
と
一
粧
別
下
J
H
を
よ
J

底
守
る

必
要
が
め
る

さ
ら
ト
、
相
手
ん
の
常
用
不
必
に
対
j
d

る
約
款
伎
刑
者
の
単
な
る
主
観
的
な
将
、
念
を
併
除
草
再
い
よ
寸
る
条
項
も
、

一〈ゾ丸木二旦一一ワの

己主う

1 

m 
f十1

王
立
な
理
由

に
な
れ
仰
向
る
た
め
に
は
、

ぱ
汁
間
的
事
主
に
よ
Q

奈
川
け
が
不
可
欠
で

を
白
す
る
ト
y-

は
¥
え
な
い

J

相
手
一
点
の

r同
月
不
日
々
に
討
す
る
約
仏
佐
用
品
角
の

-

V

一一ぃ
l

ι

J

一一、

こ
才
[
一
烹
ご
f

、

に
山
」
な
不
安
」
を
M

排
除
柏
市
中
山
一
)
す
る
呉
市
町
、
は
、

一山ムいつな

間
出
L

J

ケ
」
有
す
る
c

な
ぜ
な
ら
、

-
汁
山
「
な
/
い
う
I
X
4

けは、

u
ご
す
れ
不
安
が
符
観
的
事
尖
に
よ
J

て
烹
付
け
ら
れ
る
こ
ζ

を
安
子
し

一、、
J

♂

ι「

L

U

Y
一ー
:
d
jこ
わ

こ
の
要
件
を
満
子
す
こ
と
を
約
氷
山
世
阿
心
世
が
王
張

y
dー
に
ゆ
け
れ
ば
な
ム
行
な
い
か
、
わ

こ
の
よ
う
な
ウ
ォ
ン
e

ヴ
ゴ
ス
ト
フ
ァ

l
b
、
/
の
艇
は
、
え
は
行
義
必
主
た
る
約
款
受
用
者
の
伝
用
不
安
か
予
な
る
主
鋭
的
な
た

の
で
は
が
↓
り
な
い

P
E
手
一
指
心
し
た
占
J

で
霊
長
な
広
義
を
布
、
す
る
。
し
か
し
、

制
二
二
て
活
の
恥
本
思
想
仁
肉
薄
す
る
ま

C
に
は
一
土
つ

ーい九ハ小九
ι

っ
h
J
n

(

1

d

)

判
例
の
展
開
問

A
G
B
G
治
行
後
、
次
第
に
信
用
不
足
条
項
を
飢
効
と
す
る
下
級
番
裁
判
明
ず
が
羽
れ
る
仁
、
つ
に
花
っ
た
〈

{
2
]

円
よ
紋
地
方
政 :11 
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判
所
一
九
一
八
一
一
年
月

11 
判
決η
v 一、

は

を
炉
除

ま
ロ
ハ
の
小
売
阪
刊
に
閉
す
る
約
款
ー
一
川
に
、

町
一
ー
の
九
「
同
一
の
欠
硝
ま
た
は
会
中
人

原
ヨ
と
す
る
条
項
が
保
λ

什
し
、

そ
の
有
!
刈
性
が
開
設
と
さ
れ
た
r

叶斗寸ーへ
L
l品

ニ
ー
ぃ
i

I

1

先
戸
「
権
利
者
の
F

川
町
産
状
惑
が
本
質
的
に
川
化

γ「
」
場
九
は
に
お
け
る
川

条
の
法
作
効
岡
本
が
先
履
行
兵
務
者
た
る
約

ヴ
哨
使
川
者
の
汁
中
↓
な
利
益
を
も
十
分
に
と
思
し
と
{
芯
め
ら
れ
て
い
る
と
川
吋
で
へ
れ
ご
っ
〈
ズ
で
、
木
仕
条
哀
が
、

以
対
的
川
一
請
求
権
の
停
止
明
化

ち

r
要
す
る
こ
と
な
ノ
政
的
必
伝
川
内
欠
む
の
み
を
用
除
原
因
し
r
一
ー
し
て
乎
げ

c
い
る
こ
と
を
州
諸
し
、
こ
の
ム
門
戸

γ
お
い
て
、
制
条
の
本

げ
拭
刊
な
怠
本
忠
恕
一

A
G
H
G
九

条

項

目
y

u
勺、

九
件
虚
脱
し
ご
い
る
と
州
内
市
し
た

f

u判
決
で
は
、
シ
マ
ヘ
ア
ム
七
1

2

4

7

/

の
小
売
販
必
寺
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ま
た
、

{
3
}
ヂ
ユ
ツ
い
い
ル
ド
ル
ヲ
ノ
十
絞
地
方
政
判
所

九
八
内
'
H
U
Hバ

に
隠
す
る
約
款
巾
仁
、

質
上
山
則
辛
v

川
刊
訂
正
が
"
は
し
く
悪
化
し
た
持
久
J
に
は
冗
1

十
が
製
約
を
断
除
す
る
こ
と
が
で
さ
る
口
の
条
項
か
含
ま

れ
て
お
り
、
そ
の
有
効
性
が
民
践
と
な
う
た
コ

本
什
条
市
川
uy
、
出
荷
山
口
市
の
十
台
い
門
的
悪
化
に
も
か
か
わ
ら
す
柑

7
と
り
が
給
付
当
民
お
よ
び
九
一
一
川
付
能
力
を
右

rる
場
介
に
も

判
決
は
、

完
十
f
h

部
除
権
を
付
与
三
、
い
る
山
に
お
い
ザ
」
正
一

一
条
を
雲
、
〕
/
¥
逸
脱
、
之
、
お
h
A
C
3
G
(
ハ
ノ
条
二
万
仁
反
す
る
と
判
示
し
た
。

一
円
二
六
日
判
決
は
、

こ
の
γ

て
つ
な

F
級
高
裁
判
例
の
流
れ
の
…
、

{
d
}
連
邦
弔
一
宮
裁
判
所
力
ヘ
凶
年

こ
の
同
社
に
つ
い
ぐ

一
定
の
刊
断
を
ボ

L
た〉

仏
位
い
で
は
、
主
性
原
点
料
品
メ
ー
カ
}
X
J
M
J
小
冗
主
著

Y
Vどの
1
1
で
行
、
)
…
制
品
供
給
契
約
に
お
い
て
九
州
川
、
閉
し

た
約
款
小
に
、
次
の
司
令
ぺ

3
条
一
羽
が
K

什
在

L
、

2
の
有
効
件
が
聞
記
/
一
な
っ
た
c

「
一
一
エ
民
王
が
弁
叫
前
期
に
達

L
P
一代
A
L
の
支
払
を
川
島
p
d
し
た
場
合
、
つ
り
H
R
王
が
問
川
現
を
世

i
L
C
千
必
ま
た
は
小
切
手
を
決
済
し
な

か
っ
た
場
令
、
一
刊
誌
貝
、
一
下
の
淀
川
払
能
内
ま
た
は
信
川
一

ド
牛
[
た
場
行
に
は
、

い
ん
は
、
そ
の
選
択
に
，
吐

い
、
手
形
法
維
を
台
む
す
ベ
ぐ
の

Ir仏
債
権
の
現
九
J
U
ま
た
は
似
山
内
供
与
!
J
の
い
ず
れ
か
を
、
売
主
か
ら
の
商
品
川
給
日
イ
パ
リ
つ
一
1
4村
求

す
ノ
士
一
と
が
て

J
F

ける

質
上
が
こ
の
請
求
に
叫
じ
な
い
問
は
、
士
川
、
土
一
ほ
、

い
也
、
刀
な
る
円
山
存
の
契
約
に
基
づ
い
て
も
、
以
降
の
供
給
主
持
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キ
ヨ
円
わ
ら
な
い

、
注
浩
一
番
目
事
告
〕

，;~~ 

こ
の
九
日
頃
が
定
め
る
法
律
効
巣
じ
う
い
〈
は
白
川
小
山
す
る
F

」
y
に
}
亡
、
こ
こ
で
は
要
件
に
弘
、

ι
を
絞
ゐ
と
、

大
判
次
は
、
完
↓
丁
内
法

ゴ
問

P1仁王寺
5
1
ヨ
ハ
リ
え

Jut+ー
と
〆
亡
手
斗
j
A

つ
九
ご
J

l
j
i
L
;
l
J
i
l

一

:
:
l
j
l

な
い

ν
必
の
間
保
に
つ
い
と
、
次
の
ふ
ろ
に
許
制
な
分
申
を
行
っ
た
コ
す
な
わ

九
一
、
本
件
条
項
に
は

↓
曲
一
り
の
解
釈
可
能
ば
が
あ
る
べ
第
は
、
引
な
い
し
(
み
が
引
制
独
vv
し
た
選
択
的
な
要
仕
ご
あ
り

し
な
い

の
い
ず
れ
か
L
U
T

満
J1
せ
ば
よ
U

そ
れ
ら
が
並
外
的
じ
外
挙
さ
れ
じ
い
る
に
ず
き
な
い
と
の
解
釈
戸
J
あ
る
川

こ
の
解
釈
い

t
れ

11' 

.13 
よ

永
代
の
内
容
を
逸
悦
し
て
い
ゐ
た
め
、
小
付
条
一
引
は

A
G
R
G
九
条

一
羽
一
己
仁
芯
づ
き

t
』
切
と
な
る

111 

吋
能
性
が
あ
る

第
日
一
、
木
コ
A
E
J皆
川
安
汗
は
/
3

の
み
で
あ
り

台
叫
ん
札
な
日
比
念

の
川
内
不

J

じ一一為り、

的
情
ヲ
不
一
引
に

あ
る
と
い
弓
惇
杭
じ
あ
る
ハ
一
」
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、

た
し
か
に
本
件
条
項
は
川
一

条

jmり
内
容
に
近
づ
く
〉

Ljか
し
、
ぞ
れ
「
も
な

お
、
本
件
条
項
は
、
山
貝
ド

L

の
別
立
小
以
前
い
の
著
し
い
悪
化
に
よ
っ
て
反
対
給
付
志
点
惟
の
危
升
化
が
司
令
し
た
こ
と
を
要
す
る
一
一
ー
と
な
く
、

ム
ロ
坪
的
立
日
時
一
八
J
V

の
み
を
要
件
と
ぷ
、
給
付
加
絶
体
を

H
I
7
1る
b
に
お
い
て
、
下
=
二

九
人
を
逸
阿
断
、
ピ
1
1
v
ヴ
匂
ヘ

})小川
V

トホ、
n
J
~
F
R
F
5
市
叫

脱
は
、
本
件
条
境
が
不
い
つ
で
あ
る
と
の
伸
一
二
川
J

い
ら
れ
守
く
こ
と
が
あ
る

」
の
一
で
つ
に

ぷ
判
決
は

以
対
給
付
高
ぶ
株
の
伝
治
化
キ
恵
比
件
か
し
り
外
す

給
付
仕
組
権
を
疋
め
た

ι日
不
正
条
項
に
お
い
て
も

条
月
引
い
か
日

条
の
誌
と
4
U
5
明
じ
合
致

L
な
い
こ
と
を
小
岐

J
K
J

こ
も
っ
と
も
、

方
向
干
ー
は

後
述
す
ふ
と
お
什

国
木
の
点
に
お
い
て
民
主
い
と
っ
て
市
相
当
い
ん
利
、
い
な
山
一
行
ド
な
っ
て
お
り
怪
A

効
で
あ
る
f

「
三
、
へ

A
G
B
G
ル

久

水

攻

仕
条
及
川
長
ι
r
F
臼
ド
お
け
る
有
効
汗
に
つ
い
℃
最
終
治
な
判
将
を
し
な
か

J
h
一

一

リ

j
L
r

て
こ

4
l
ι
v
J
J

判-
υ

判
決

{
4
}
が
小
践
し
七
こ
と
ま
升
曜
日
し
た
の
が
、

{
5
]
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
つ
年

ご
あ
る

l
T業
は

¥
ノ

j

L

f
L
F
/
 

ス

と
胤
容

Y
と
の
閥
む
締
結
さ
れ
た
R
療
機
需
に
問
、
百
る
リ
ー
ス
梨
札
仰
の
約
款
小
に
、
ぺ
JJ

り

ス

位

ょ

が
f

丘
小
川
正
停
止
し
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た
場
合
、
私
的
枝
問
一
の
子
絞
ま
た
は
崎
産

T
H抗
争
巾
1

J

I

V

一/
¥
F

湯
台
、
リ
?
ス
伯
ー
に
強
制
執
行
措
置
が
問
給
さ
れ
た
場
合
、

f
U
6

小
切
子
一
心
的
帆
訂
舎
が
作
成
さ
れ
p

場
合
、

ス
佑
上
の
お
存
状
態
の
ぶ
質
的
悪
化
ま
た
は
苦
し
仇
引
用
化
会
生
山
一
」
め
る
そ
の
地

の

A
F悩
が
行
す
る
場
片
に
、

f
l
ス
岱
γ
!
?

に
侭
山
笠

J
V除
也
子
一
uhu
与
す
A
V
U
戸
市
リ
タ
水
羽
か
人
f
h
ま
れ
て
お
け
、
そ
の
伝
効
併
す
か

7
わ
れ
た

T
F
」
い
、
つ
な
u

の
で
ふ
め
z
G
o

出
リ
叉
土

L

一

f

l

条
泊
ー
の
一
日
を
L
H
対
と
判
不

L
九人

条
項
の
川
J

げは

IH 

条
の
小
材
料
的
fn
要品

rJあ
る
一
応
対
治
μ

ギ一小

J3jノ、

ヲ

一

〆

ミ

p

j

4
f
T
l
i
j
A勺
ω
ト

話
ぷ
権
の
危
殆
化
を
市
立
件
と

l
て
汁
が
し
て
い
な
け
が

川
リ
一
nJ
三
一
[
人
」
j

、T
A
r
ん
日
む
品
y
-
z
R
I
よ
J

以

F
1し
号
、
J

t
〉

-11jjlid-
と
よ

r
l
l
l
一

i
t

本
也
、
的
な
川
別
院
状
態
の
悪
化
ま
た
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は
江
糾
い
化
の
場
ん
の
み
な
ら
ず
、
岡
崎
に
反
対
約
付
活
水
綜
の
危
殆
化
を
も
不
時
叫
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

日
粂
川
一
ル
次
の
よ
〉
)

位
丸
、
条
項

川
汰
は

，~:t 

リ
ー
ス
作

i

一
下
の
財
産

ffvtt仕
に
」
る
以

一、J

、戸、

l

L

l

 

リ
ー
ス
化

i
の
支
弘
一
作
止
、
和
一
議
手
段
、
被
浮

rd続、

対
給
刊
討
求
権
の
包
持
】
化
の
依
去
と
し
て
は
、

リ
ー
ス
佑
!L
の
則
斉
に
汁
寸

F

プ
匂

m制
執
行
措
程
、

7
n
・
小
切
了
の
支
払
作
給
仔
嵩
の
打
攻
が
ギ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
札
、
つ
は
条
項
の
f

ん
に
よ
っ
寸
法
告
解
除
原
料
と

〕
て
川
川
学
去
、
れ
て
い
ヲ
ハ

d

こ
と
か
ら
、
み
辰
の
ぬ
は
、
こ
れ
ら
以
外
の

一
手
引
他
の
出
品
勺
ャ
情
」
ネ
開
出
と
す
る
ほ
産
状
認
出
け
い
化
等
を
規
疋

}

J

「
、
い
p
h》

J
m
m

。h
u

r

)

L

h

J

し
、
足
代
古
川
(

d

t

I

 

テ
は
ぞ
の
具
体
的
な
事
情
が
列
議
ず
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
条
呪
の
(
山
一
か
ら
、
反
対

た
お
古
川

h
ソ
へ
か
ん
二
ょ
の
わ
い
ド
ー
ム

ー

l
J
L
l
;
1
y

給
付
記
~
九
一
権
内
山
殆
化
M
V
要
件

1fpれ
と
し
る
こ
と
を
叶
一
同
み
ば
る
こ
と
は
で
き
な
い

そ
の
結
果

ー
ノ
ヤ
ス
倍

の
リ
九
時
状
強
が
本
民
均
一
L
E
化
)
て
い
る
け
れ
ζ

も
J
i
ス
料
を
支
払
う

F

〕
と
が
で
さ
る
/
一
い
う
場
九
円
に
も
、

が一

仕
炉
入
会
濯
が
何
一
与
さ
れ
る
こ
と
い
な
一

J

亡
し
ま
う
ぺ

7
1
ス
山
【
(
仁
工
に
峰
山
区

判
決
は
、
事
の
解
釈

Lr有
ノ
¥
際
、
一
h
]
連
邦
通
浦
裁
判
所
一
九
人
川
年
六
一
口
ハ
じ
判
決
の
事
業
に
お
け
る
約
み
条
項
を
紹
介
し
、

戸
、
れ
に
よ
れ
ば
、

れ
二
〉
十
セ
ヘ
央
寸
J

を
j

J

こ

ι
7
4
1
f
c
j
車
京
1
1
4

日
判
決
で
尚
也
と
な
っ
!
口
ん
条
中
一
で
は
、

た
し
か
に
は
剖
給
付
請
求
権
の
危
殆
化
が

間
不
約
に
要
け
し
し

L
と
苧
げ
ら
れ
て
い
な
か
コ
た
も
の
の
、
そ
の
巾
で
削
除
原
川
と
し

れ
た
一
べ
廿
汗
状
刈
の
半
汗
ベ
的
命
感
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裁
判
上
ま
た
は
裁
判
外
で

の
例
こ
し
て
「
リ
?
ス
ぽ
主
に
ハ
人
J
q
る
岸
地
パ
、
え
の

の
也
ー
の
強
制
執
行
川
之
闘
が
行
わ
れ
た
場
九
円
、

和
議
子
記
が
詞
附
さ
れ
ナ
同
州
含

が
列
手
さ
れ
て
お
り
、

F

ニ
り
ご
い
J
?
刀
ら
、

単
な
る
市
山
手
状
態
の
γ

品
質
的
悪
化
で
は
川
氏
リ
オ
、

♂一}}一」

c
z
f
l
 

ゴ
問

ょ
っ
-
よ
沢
川
月
給
仔
ョ
請
求
権
の
危
殆
化
H
h
J
i
じ
る

F

一
こ
を
ヂ
八
件
ど
レ
て
い
る
L
R
が
双
山
献
で
さ
る
。
二
れ
に
対
し
て
、
本
件
全
4
1

引
で
は
、
相

一
品
、
故
伊

に
お
い
て
m削
除
原
倒
と

L
仁
叫
(
心
さ
れ
と
い
た
た
め
、

日
産
状

強
司
一
執
行
等
の
も
け
由
は
、
前
述
内
と
お
1
リ

匂
令
恥
有
パ
つ

づ

ノ

日
l
F
¥
J
U

能
山
の
木
掛
川
町
悪
化
ま
た
は
有
し
い
危
九
沼
化
を
ペ
ゼ
し
め
る
そ
の
他
の
刊
州
事
清

の
が
一
一
小
と
み
る
一
一
と
は
で
き
ず

し

た

が

っ

て

宍

ヘ

川
山
午
判
決
?
町
内
町
四
と
な
、
七
条
却
と
川
山
仰
の
解
足
、
を
す
ゐ
こ
レ
し
は
で
き
な
け
と
民
べ
た
ー

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
踏
ま
、
ぇ
、
判
伏
は
、
条
項

総
統
酌
契
約
の
佐
治
片
仰
削
除
に
間
一

J
G法
相
明
f

疋
の
基
本
出
u
h
官
、
お
よ
が
双

お
契
約
に
お
L
て
契
約
の
方
ド
」
ド
背
の
財
丘
川
忠
が
本
語
的
ト
悪
化
し
た
場
ム
寸
に
わ
打
け
之
沼

I
リ
の
法
的
救
箔
手
段
い
附
す
る
法
規

の
草
本
民
社
t

に
い
比
す
る
と
計
九
市
づ
け
た
J
す
な
わ
ち
、
有
者
に
民
〔
て
は
、

ん
が
続
川
契
約
の
肌
佐
川
は
解
除
は
、

債
権
者
に
お
い
て
必

約
の
均
出
甘
か

い
た
め
契
約
選
り
j
を
絞
る

F7/一
ふ
れ
て
ム
当
と
認
め
つ
れ
る
ほ
T
Y

の
帯
十
八
な
特
別
事
情
が
士
汗
す
る
こ
と
を
長
作
と

J-~、
4

2

、、

L
1
v
y
s
カ

反
日
町
也
市
川
荘
内
求
権
の
危
仏
洞
化
J
U
L

汗
わ
な
い
問
所
状
態
、
け
不
笠
的
烹
化
は
、
む
の

将
別
事
情
」
仁
相
当
〕
長
い
た
め
、

条
町
へ
の
小
一
は
解
約
主
知
に
悶

1
9勾
法
規
定
の
共
↓
ト

A
U想
に
九
円
叫
u
v
な
い

f

ま
た
、
品
川
予
一
仁
悶
午
、
J
U
、

μ=

一
条
は
反
日
給
付
沼
求

ほ
の
什
〕
恥
川
化
を
裂
が
れ
と
し
て
い
る
た
め
も
条
項
の
た
は
司
条
の
草
本
叫
が
L

矧
」
も
ム
円
J

は
し
な
い
、
と
)

こ
の
よ
う
に
、
刊
民

は
、
目
円
い
出
ぃ
宗
門
辻
や
辺
山
ピ

υ
て
約
款
空
加
者
に
法
的
救
済
干
投
手
一
日
、
ず
り
J
す
る
条

A
一
に
お
い
ど
は
、
そ
の

要
仕
は

の
良
川
給
付
出
端
本
峠
躍
が
位
袷
化
し
れ
J

日
坂
口
汚
な

F
A
E状
市
川
」
応
化
戸
け
む
は
ア
ハ
一
一
げ
で
あ
り

こ
れ
に
よ
っ

と
が
必
更
で
あ
る
こ
と
や
サ
確
い
し
て

判
民
と
し
し
椛
す
さ
せ

山
川
款
長
引
時
H
l

、
て
の
こ
と
の
巳
義
は
パ
さ
い
。
き
り
に
、
本
桔

と
の
刈
係
じ
は
、
山

条
の
五
本
県
犯
を
考
え
る
い
探
し
て
、
こ
の
折
摘
は
主
要
な
意
味
を
も
っ

f

判
決
{
)
}
は
、
ノ
て
の
浅
の
判
決
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
ふ
「
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{
7
}
達
邦
通
到
な
'
判
所
↓
(
リ
一
川
口
一
半
九
月
七

R
判
決
で
は
、
f
J
動
半
メ
カ
お
よ
び
デ
ィ
ラ
実
肝
心
J

作
成
1
7
Q
法
官
芸

へ
の
新
定
販
売
に
河
す
る
結
一
約
氷
山
二
一
に
、

m

い一主九
J

点
産
状
誌
に
に
自
制
す
る
，
自
主
じ
代
わ
る
伝
託

れハ

羽
曳
(
〕
)
叶

NHν
《ど

t
J
H
1
2
h
r
m
kコ
】
戸
偽

を
行
コ
ル
人
場
げ
に
は
完
主
は
山
「
ド
対
し
て
的
物
の
州
還
を
汁
閣
不
す
る

が
で
き
る
に
戸
の
条
項
が
存
仕
〆
て
お
り
、

そ
丹
何
効
性
が
刊
包
?
と
み
匂
コ
た

判
決
は
、
判
決

F
5
一
一
白

つ
つ
、
買
烹
の
対
応
状
態
が
本
質
的
に
悪
化
し
た
こ
と
を
解
除
以
川
t
t

し
亡
抱
げ
る
条
日
制

カ
旬
効
と
え
、
れ
る
た
め
に
は
、

で
こ
で
外
れ
J

さ
れ
一
に
い
ゐ
間
一
徐
日
叩
同
M
Y

売、ア
f

の
リ
此
対
給
付
抗
求
権
の
危
殆
化
を
が
す
も
の
じ
あ
る

E
安
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が
あ
る
こ
と
を
確
一
点
し
か
c

そ
の
う
λ
で、

村

U

台、、「品、

T
Y
h
 本
件
条
頃
に
つ
い

J¥
債
務
苫
が
冊
以
引
保
証

ヰ
一
行
っ
た
こ
レ
J

は
給
付
義
務
を
隠
れ
j
る
能
川
ふ
古
メ
ず
、
少
ん

7
、
と
も
履
行
す
る
品
川
也
を
有
し
な
い
こ
し
ょ
を
-
小

rー
と
評
価
し
、
こ
の

反
日
凡
給
付
詰
ふ
ほ
の

ら
れ
之
と
判
ボ
し
た

3

そ
し
て
、
こ
の
工
ろ
な
伏
山
ト
お
い
て
芯
主
が
契
約
い
拘
京

肌
句
ム
司

1
い
品
川

三
、
れ
る
こ
と
は
昂
也
、
認
が
〕
得
な
い
と
し
て
、
半
件
条
瓜
は

A
G
B
G
凡
条
一
札
口
ソ
に
違
反
、
三
か
い

;十

て
と
そ
の
伐
の
一
一

d

説

そ
の
伐
の
J-VM
は
、
判
い
浪

ー
な
わ
ち
、

伝
日
ム
中
之
条
項
刀
有
効
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、

を
路
ま
う
、
以
閃
し
て
い

J
L

h

以
対
給
付
請
山
町
人
一
一
慢
の
む
殆
化
を
要
件
に
へ
円

λ
で
い
る
ス
コ
更
が
あ
る
い
ど
の
州
単
が
、
了
説
の
司
で
什
引
く
H
/
右
い
さ
れ
る
よ
う

A

条
1
f
d
d
…柄、

4
 

つい

にふ
l
d

フ
匂
コ
ザ
で
の
古
川
ノ
、
ス
で
、

こ
の
変
件
を
消
I
L
V
臼ハ司

N
U実
い
ど
の
l
d

ろ
な
も
の
が
~
7
ま
れ
る
の
か
に
つ
い

-

一

L
f

j
l
h
J
t
ト

k

日夜斗

i
ま
た
は
裁
汁
外
で
の
利
議
千
読
の
苅
始
、

「
川

反
対
給
付
請
求
'
川
市
の
危
品
川
化
を
去
す
と
計
昨
さ
れ
る
n

破
産
の
宇
立
¥
子
川
市
・
小
切
手
の
支
払
h
i
純
一
社
音
作

支
払
停
H
、

投
が
、

UT
な
る
1
〆
仏
淫
叶
叫
が
、

直
ち
い
以
対
給
}
い
請
求
権
の
品
殆
化

、主ムコャー、、一山

を
仏
1
9
も
の
ず
は
な
い
と
い
う

f
俗
も
、

J7
誌
に
お
い
て
単
一
拾
い
か
な
い
コ

財
ま
し
く
士
川
信
用
情
報
一

や
一
別
院
状
態
日
刈
す
る
↓
引

ま
し
く
な
い
誇
半
清
」
手
間
川
川
包
以
内
J
J
q
令
条
頃
も
、

同
り
に
反
対
給
付
請
求
払
仰
心
低
い
ん
化
を
去
す
も
の
じ
は
な
い
た
的
、

内
が
の
不

;c-寸
，~ 
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明
確
札
い
お
ぶ

υ解
除
原
町
刈
の
立
当
性
μ

い
う
何
間
十
か
ら
R
効
で
あ
る
こ
の
計
怖
が
支
配
的
ユ
な
コ

2 

要
件
と
し
て
の
契
約
締
結
後
の
信
用
不
足

ゴ
問

む
川

f
f
H条
哀
の
中
に
は
、
伝
川
十
市

】
た
場
九
円
の
み
な
ら
ず
、
明
、
約
締
u
h
u
H
す
で

γ
存
品
工
、
い
た
信
用

ん
足
い
で
判
結
後
に
判
明
し
た
場
合
に
も
、
約
款
校
百
者

L
m
X刈
慢
さ
の
法
均
段
尚
子
円
以
寄
付
与
す
る
も
の
が
あ
フ
ω
っ
こ
の
寸
つ
な
条
涜

は
、
契
約
締
仏
ω
伎
の
対
産
状
控
訴
化
内
湯
〈
!
の
み
に
先
一
間
A
T
R
仲
和
斗
有
に
法
的
状
凶
手
段
を
認
め
る
旧

一
条
を
な
ぬ

L
f
い
え
れ
一
行
め

そ
の
有
効
叫
が
河
川
出
口
と
主
札
た

i
-
A
G
R
じ
下
の
絞
判
加
判

戸ぷ一

7

ブ
レ
ン
ノ
と
級
地
占
一
刈
裁
判
所
一
九
ヘ
年
一
月
=
リ
判
決
E
は
、
デ
パ

l
人
に
お
け
る
頼
究
ー
と
の
問
の
商
品
の
政
売

惨
肝
1

い
陪
オ
マ
九
州
約
款
中
に
次
の
よ
う
な
条
攻
が
が

ι
し
て
お
り
、

そ
の
古
川
1
U
W

牲
が
問
題
と
な

ι
ん

J

契
約
締
結
後
仁
、

民
一
の
一
い
川
一
小
け
に
を
明
、

7β
に
「
る
単
一
日
心
情
が
判
明
、

ζ
~
均
ム
ロ
け
じ
川
、
ム
円
以
ム
は
長
約
手
一
的
内
ル
サ
ソ
三
、
し
y

が
で
き

る
、
」
ベ
パ
惇
口
事
長

判
決
は
、

A
K
G
B
G
一
(
V
条

号

に

い

う

1
1
r

当
な
閉
山

に
お
い
て
契
引

J

の

訟
将
し
作
品
、
品
い
γ

て
つ
な

ヂ
立
、

{
J
陪川、

〆
り
わ
け
凶
事
の
沼
町
同
一
い
存
す
る
事
い
n
h

が
含
ま
礼
る

y
の
較
も
一
一
ヅ
ゲ
一
述
べ
た
う
え
で
、
常
時
取
コ
ゴ
、
注
文
収
ワ
、
売
社
取
コ
ツ
に

お
い
-
、
は

開
吾
の
江
r
m
f
h
H止
が

ι
f
L
a
n
同
仙
な
商
品
の
場
九
け
い

す
な
わ
ち
、
山
氏
叩
市
在
は

J

ば
)
J
ば、

一
れ
に
属
す
る
と
述
べ
た
ラ

は
、
見
本
だ
け
を
ド
ん
て
注
-
え
送
れ
た
尚
一
珂
を
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、

一
凶
作
の
信
民
大
足
に
よ
〉
て
梨
約
の
走
行
が
い
h
し
い

引
市
難
を
必
然
的
に
伴
う
と
L

了
目
さ
れ
る
湯
〈
ー
に
は
、
制
改
総
羽
汗
が
こ
の
ス
ク
か
わ
脳
波
き
れ
い
る
べ
去
と
あ
る
、
と
n

し
た
デ
勺
亡
、

信
用
取
引
に
お
い
て
は
、
一
伝
用
不
川
正
を
叶
?
円
か
に

177ω
日州市干出畑氏
d

判
門
司
し
た
こ
ー
と
一
は
、
悶
一
除
原
悶
と

L
一L

当
な
j~ 

LLI 

す
る
と
し
て
、
本
引
条
副
r

を
右
対
む
ー
め
る
J
結
論
づ
げ
七
「
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こ
引
に
対
し
て
、
{
日
一
ガ
ャ
ル
ス
ル
こ
上
級
治
ト
々
裁
判
吋
品
八
年
川
月
一
ヘ

U
判
決
は
、

正
反
日
の
よ
町
論
を
宥
守
い
た

J

こ
の

判
決
〈
は

建
物
の
尽
同
町
山
や
ひ
さ
〆
訂
版
完
h
p
L
h

び
俳
立
や
業
と
す
る

Y
が
州
内
町
ー
す
る
し
む
ユ
に

次
の
ょ
っ
な
μ

叫
帝
京
が
存
在
1

二
、
お

}
、

7
3
1
bー
も

?
3
:
~一

J
3

1i

ゥて
η

ィーオ
λ
M仁
刀
刊
炉
停
足
、
v
f
λ
d
J
一
ふ
人

「
U
丈
お
の
潟
丘
状
態
ま
た
は
日
出
に
却
し
と

事
払
以
内
に
好
ま
し
く
な
い
諸
事
情
が
判
明
し
た
場
A
h

仁
は

(
苅
戸
川
司
式
行
山
首
い
戸
の
zパ

主
河
川
知
、
裁
判
ま
た
は
裁
判
例
の
和
議
千
統
の
関
山
畑
、
彼
詩
手
続
閉
山
川
内
市

υ
て
な
ど
)
、
請
負
人
は
、
契
約
会
幌
除
し
、

ま
た
は
研
一

約
い
w
い
っ
た
給
付
ま
七
は
仇
給
の
提
t
T
Z
H
W
疋
背
聞
の
日
仏
に
係
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る

G

〔
リ
|
|
侍
f

半
お
/

ドイツ'"おけ乙七六月小"↓去J主的混山!とィ、 K灯打[11、培規疋

川

t
tヘ
日

山

1

L

(

 

A
じ

Bι
九

条

羽

一
勺
の
搬
出
、
か
ら
本
件
条
項
を
仙
効
て
あ
る
と
判
一
小
l
た
c

て
の
際
、
本
件
条
項
が
、
契
約
指
叶
何
時

J
q

で
に
卒

r
L後
仁
な
て
判
明
し
介
則
孟
川
市
、
態
悪
化
の
J
Z
J

ト
も
約
款
使
用
者
に
仏
的
以
済

I
段
:
一
付
与
し
ク
に
い
る
点
や
、
給
付
組

れ
が
】
他
で
は
な
く
解
除
静
を
、
正
保
供
守
ま
か
「
一
は
引
換
給
付
に
上
っ
て
約
款
使
用
者
に
契
約
を
絞
持
す
る
可
能
性
ネ
相
手
克
に
認
め
る
二

と
な
く
付
与
、
ν
ご
し
と
況
な
ー
と
、
阪
一
条
ふ
逸
脱
〕
て
利
子
ん
に
不
相
当
な
が
利
益
を
設
す
も
の
ぐ
あ

J
Y
工
乙
出
一
~
崎

υ

た

た
だ
て
不
判
決
は
、

rv件
犬
山
h

引
が
川
女
作
・
川
淵
尽
の
さ
ま
一
さ
ま
な
ょ
に
お
三
、

H

1々

ム
れ
を
逸
脱

L
て

i

い
る
こ
と
を
総
人
口
的
一
に
考

癒
し
と
一
同
条

m
A
ふ
円
相
出
に
ム
υ
交
じ
な
い
と
結
論
つ
け
た
の
で
あ
っ
て
、
い
切
れ
約
締
結
時
す
で
に
舵
叶
j

状
態
が
感
化
し
て
い
た
場
九
日
に
も

約
な
柑
内
町
山
告
に
法
的
救
済
手
法
を
日
臼
J

人/一一シコハ
γμ
ゆを
J
F

「
「
と
}
た
も
の
て
な
い
こ
と
に
げ
は
監
を
J

q

ゐ
ら
更
が
あ
る
一

「けη

一}
C
は
、
「
山
民
主
の
〔
仁
口
凶
町
内
欠
如
一

ま
た
、
前
川
市
川
一
決

、
引
ー
ー
ー
を
ニ
主
下
を
解
除
原
判
と
す
る
条
況
が
、

契
約
締
結
時
す
で

に
存
め
し
に
い
た
倍
吊
の
欠
知
い
も
解
徐
権
与
を
引
リ
リ
L
J、
い
る
た
め
、

こ
の
内
刊
に
お
い
て
ち
有
効
泣
が
問
頭
一
と
な
っ
た
。

判
久
は
、
次
の
上
う
に
述
、
て

A
心
B
心
力
条

羽
一
号
に

-a
す
る
と
結
論
づ
け
た
ハ
す
な
わ
ち
、
口
約
バ
使
羽
目
以
本
来
、
川
人
約

本
fI 
条
]百

よ
れ
lよ

話
結

P

叫
に
顧
客
の
信
用
に
つ
い
て
犯
が
す
べ
主
に
あ
る
い
も
か
か
わ
ら

r

こ
れ
や
h
h
J
ι

に
と
し
て
も

締
結
後
に
顧
吾
の
支
払
桔
力
を
審
i
r
L
K小
八

J

だ
と
判
断
す
れ
ば
契
約
千
一
解
除
一
ヲ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
[
ま
う
が
、
こ
れ

ソく

約
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+」晶、

H
パ日

一
条
の
ぶ
質
的
な
志
木
古
相
〕
で
あ
る
事
情
不
変
史
原
則

r
r
z
z
r
2
T
5
2
0
2
5
t
r
5
1こ

4

付
属
ず
る
、

，;~~ 

こ
の
よ
ミ
ノ
に

ぷ
川
日
決
ぃ
f
間
最
花
、
た
の
は

品
件
条
一
九
一
い
よ
れ
ば
U
人
約
締
九
札
前
じ
f
h
町
に
つ
い
と
詞
立
を
す
】
什
ロ
ロ
松
三
間
人
恥
い
を
衿

ゴ
問

計
〕
た
約
款
μ

切
出
芸
が
後
に
な
っ
一
と
当
初
ー
か
ら
の
」
h
m
m
h
況
を
出
自
に
契
約
を
炉
除
で
さ
て

J

ま
う
点
で
あ
る

こ
の
よ
う
な
人
T

判
決

の
立
場
い
ふ
れ
ば

約
次
続
出
者
?
?
事
目
の
調
査
を
適
切
に
行
っ

f
に
も
か
か
わ
ら
ず
芯
殺
し
得
な
か
っ
た
事
清
が
あ
，
ω均
む
を
解
た

原
因
に
〈
パ
め
る

P

一
と
は
制

条
内
主
J
q
思
想
と
立
ず
し
も
ぞ
厄
ず
る
も
の
で
は
な
い
『
)
と
に
ん
ゆ
る

U

こ
の
よ
、
つ
に
、

下
級
存
法
判
例
の
止
ぬ
日
は
ば
ら
つ
き
が
み
円
れ
た
、

2
」んγ
一羽

内
J

説
に
お
L
て
は
、

p

」
の
よ
う
な
条
項
を
原
則
と
し
て
加
効
レ
r

一L
一
う
つ
も
、

'疋の

mM
皮
ご
有
効
レ
す
る
同
地
併
が
布
川
に
主
張
さ
れ

た

し
」
上
一
し
工
、

オ
j

v

v

才

l

ぞ
の
判
川

信
用
浪
引
ト
人
ろ
う
と
す
る
置
は
本
来
、

白
人
的
締
結
前
ト
相
手
方
の
情
測
を
前
否
j
d

べ
y

さ
で
あ
っ
¥

附
の
山
政
い
ノ
ヤ
調
合
不
足
の
リ
ス
ク

T
み
ず
か
C
一
が
負
m忙し

F
べ
き
パ
l
L

あ
る
に
も
か
か
わ
ふ
す
、
む
の
よ
う
な
条
瓜
は
、
予
川
の
一
円
財
調
査

歩
、
円
い
}
て
よ
ド
ご
と
を
玄
味
オ
プ
匂
丹
、
}tr
と
な
る
の
ご
、
こ
の
よ
う
な
解
除
原
氏
辻
原
則
と
〕
て
一
に
対
人
~
理
由
」
i
f

は
認
め
ら
れ
な
い

F

一ゴ一
↓
/
I
l
-
-

に
お
け
る
相
子
ん
の
信
用
不
込
に
悶
寸
る
喜
一
悦
が
、

の
安
め
に
帰
す
る
こ
と
の
ご
き
公
い
事
ー
一
川
に

一六

r
ふ
古
川
で
き
な
か
っ
た
場
合
じ
約
款
住
民
芸
」
解
除
慌
を
刊
号
す
る
条
三
は
、

こ
の
こ
と
が
主
一
ぷ
条
一
世
ー
か
ら
川
ら
か
な
場
介
に
以

り、

A
G
B
G

ハ
ゾ
条
二
り
に
違
反

ν
な
い
。
な
ザ
一
六
φ

ら
、
こ
の

E
う
主
条
況
は
、

帰
京
事
白
の
荒
行

ιに
朝
す
る
主
張

v
証

5
v
h
r一

約
4Aぺ崎山市
u
H
に
F
H
ハ
わ
せ
と
い
る
た
め
、
ー
の
訊
羽
ト
成
功
し
た
約
款
使
川
勾
自
に
汀
川
沿
惟
寄
付
与
す
る
こ
と
は
「
リ
巾
」
な
珂
由

一つ】一

る
と
桝
さ
れ
る
か
ら
と
あ
る

u

ドいふ却
1
h
L

こ
の
よ
、
つ
な
口

A

鮮
は
、
旧

条
の
下
~
お
け
ご
同
?
慌
の
解
釈
八
叫
が

-
H
bに
札
J

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
加
パ
て

R
K
G
七
二
一
条

ヰ
C
1
5
G
K

条
に
お
い
仁
到
す
戸
市
札
怒
川
法
化
等
が
契
約
締
結
後
日
い

し
た
こ
と
で
此
り
る
l
L
楊
疋
さ
れ
て
い
た
こ
ー
に
も
泌

一
判
明

:)lii;、法学¥(i:i¥2--116) :-;72 〆201:L7 I 



町
山
廿
を
立
け
た
も
の

3 

虚
偽
申
告
条
項
の
有
効
性

明
人
約
締
結
時
す
で
に
信
用
ん
記
が
生
じ
て
い
え
坊
竹
に
も
約
一
一
丸
情
出
主
に
法
的
救
治
手
段
を
ド
UL
与
す
る
久
木
況
と
お
サ
的
に
重
復
す
る

約
4

よ
り
京
市
以
?
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
憎
川
市
中
山
条
河
川
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る

こ
れ
は

契
約
締
結
に
降
し
て

回
一
一
「
;
μ
J
J
J
P
E
J
J内

J

ハ
ゾ
ム
で
月

雇

2
i
j
J
-
;ー
ズ

l
c
「

特
に
つ
い
て
事
実

γ
え
す
る
内
布
十
一
巾
仏
し
た
こ
と
会
坪
山
し
に
し
て
約
款
佼
汎
者
に
羽
山
小
怪
を
れ
υ
与
ゴ
ヅ
フ
Q

条
市
引
で
あ
る
ハ
こ
二
で
は
、

刻
降
伏
能
、
の
事
後
約
な
悪
化
が
1
間
接
に
河
川
也
と
な
る
わ
け
じ
は
な
い
下
、

南
零
が
そ
の
川
則
立
眠
状
態
↑
却
す
ゐ
混
同
司
ま
た
は
不
止
砿
な
情

ドイツ'"おけ乙七六月小"↓去J主的混山!とィ、K灯打[11、培規疋

却
を
市
告
し
か
戸
一
と
が
仰
パ
除
ぷ
図
に
A

門
ま
れ
る
た
め

品
川
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
侍
る
〈

fI IH 
判=
決心二

円
(
主
が
そ
の
属
性

家
具
の
小
売
一
続
完
レ
閉
山
す
る
約
款
中
に

10 

直
一
邦
沼
市
浮
い
仇
判
明
一
九
一
八
川
門
ι

くノ

丹

ま
た
は
伝
用
の
主
憾
と
な
る
ポ
結
ト
院
ー
し
て
不
正
悦
ま
た
は

IIL~ヱ
な
ド
川
口
を
し
た
鴻
九
日
に
売
主
に
的
削
除
惨
を
什
守
す
る
ヨ
の
条
項
が

ケ
ま
れ
て
お
り
、
ヲ
/
の
有
効
件
が
同
也
と
な
1

b

判
決
ば
、
お

ハ
!
件
丸
山
t

が
「

R
-
の

に
隠
す
る
よ
戸
川
偽
!
H
V
E
九
r

市
除
原
U

山
下
、
L

て
い
る
こ
と
を
沿
い
川
〕
て
、
こ
の
部
八
甘
ん

キ

A
G
百
心
一
心
条
一
μ
り
に
違
反
す
る
た
め
無
効
バ
あ
る
と
判
小
}
た

f

な

ご
こ
に
は
、

問
、
え
ば
さ
九
一
の
誕
μ

一H
U
一ハv
r
て
つ
に
、

契
約
の
成
以
お
よ
び
漂

C
L関
係
の
右
い
事
怜
に
罰
す
る
〈
t

正
作
右
向
f

]

も
含
ま
れ
る
が
(
と
リ
わ
け
、
へ
お
信
条
友
で
は
こ
の
又
一
言

の
位
伐
に
「
土
丈
は
宮
市
の
品
川
悦
こ
な
る
事
情
L

と
の
zr入
マ
ー
が
あ
る
#
め
、
「
同
γ
上
の
属
性
一
日
刊
J
P
-

れ
寸
以
外
の
事
羽
を
含
ん
司
、
い
る
こ

こ
の
よ
つ
な
事
前
は
、

約
双
山
山
印
刷
告
が
い
っ
た

J
引
き
受
け
た
梨
約
!
の
義
t
悼
を
免
れ

ω
d当
な
珂
山
間
に
は

なと
りは
と主 泊
し、レJ

刀、か
らご

むあ
ある
る1';。

本
作
条
頃
品
川
ω

(
じ
両
市
の
た
訳
、
1
L
な
る
事
情

に
却
す
る
ー
府
川

d

山叩

E
を
悶
一
体
川
ほ
因
と
し
て
い
る
TU
に
持
し
て

川
勺

h
ヘ
Z

1
1
1
1
t
 

第
ー
に

の
よ
h

つ
な
条
項
を
有
湖
と
判
ボ
し
た
c

な
は
刊
な
ら
、

y
わ
い
ぶ
似
刑
汗
た
る
売
ア
で
は
、
山
民
、
ょ
の
と
白
山
出
力
に
閉
向

1
一
亡
間
以
よ

tHhvr
か
ら
抗
仕
い
さ

日え人法羊)fi3 (2--:1í~1 :i73 r2(ll':L7 
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れ
た
倍
以
が
信
頼
で
去
る
こ
と
に
対

υ
て
-
汁
当
毛
利
益
を
も
し
て
い
る
と
こ
ウ
、
契
約
締
結
に
と
っ
、
五
安
な
判
断
材
料
一
い
つ
い
て
さ
円

将
来
に
hn
け
る
買
上
の
同
へ
約
也
子
に
九
円
理
的
な
淀
き
を
ム
ダ
し
め
ゐ
か
ら
で
あ
る
一

の
川
川
一
千
1
J
ナ
こ
と
は
、

ゴ
問

そ
の
際
、
判
伏
は
、

mJ除
原
因
と
し

J
L

正
当
乙
一
認
め
ら
れ
る
の
は
、
虚
偽
中
4

「
の
対
象
が
、
岩
出
の
基
慢
と
な
る

事
的
に
以
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
戸
そ
し
て
、
本
h
v
z
h
市川一は

ニ
丹
羽
内
か
ら

ι能
川
徐
原
同
会
一
涜
切
に
演
で
し
て
U

る
)
ど
も
述
べ
〈
い
る
。
汁
い
按

ス
れ
い
ぽ
、
か
け
に
事
実
が
中
円
さ
れ
て
い
た
と

L
て
も
同
一
慌
に
お
札
を
お
に

L
た
と
洋
紙
さ
れ
る
ほ

の
食
い
違
い
が
此
柿
で

あ
る
喝
合
に
は

虚
偽
印
許
送
れ
た
事
情
は

本
付
条
一
甲
、
の
阿
川
河
原
悶
に
あ
た
り
な
い

信
一
恨
の
系
政
レ
〈
な

(

J

た
と
は
円
え
な
い
た
め

?)しし一に九ゆりえ心
J
L

f
h
品仙の
I
i
J

に
一
シ
レ
て
、

よ
り
立
ハ
什
い
れ
に
述
て
ど
の
が
、

連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
ヰ
ト
ヰ
六
月
一
日
判
決
と
あ
る
〉
木
件
付
は
、

T
U
}
 

シ
ス
マ
ム
キ
ァ
ナ
ン
の
小
ぷ
販
売
等
に
院
す

に
、
山
口
主
治
主
ず
か
ら
の
財
r
士
山
穏
に
陪
し
て
市
偽
の
事
土
門
を
し
た
場
介
に
J

完

、
に
契
約
解
除
権
主
付
ー
ゴ
ナ
る
旨
の
条
項
が
合
ま
れ
}
、
お
り
、
そ
の
有
効
判
い
が
問
題
t
〆

れ

ら

つ

れ

判
決
ば
、
不
刊
条
京
か
一
(
り
条
二
件

d

に
違
反
三
f

、sd
日
切
で
あ
る
し
f

結
論
づ

九ー?っ

た、

7
4
に
ほ
罪
状
訟
に
院
す
る
虚
偽

の
同
誌
は
、
男
~
一
十
?
の
将
川
人
に
お
け
る
打
人
約
送
勺
に
討
す
る
祈
念
や
川
一
ザ
「
〕
め
る
こ
と
が
あ
り
停
る

'h
偽
の
白
骨
が

語
乃
主
主
い
J
r、
此
一
ぐ
ん
の

7
9
t
o、

t
一1
1
7
1
3

一
〈

'

c

今

2
U

、
I
h乙一ふす

Aj--よ
〉
司
率
一
こ

h
J
亡、

ス
〆

L

l
士
一
戸
会
ノ
品

U

:

λ

l

1

取
る
じ
託
け
な
い
1

三
認
め
ら
れ
る
川
崎
へ
は
い
は
、

解
除
原

間
と

J

て
正
当
な
叶
ム
(
山
一
が
あ
る
r

は
い
と
な
い
か
ら
て
あ
る

J

円
以
は
、
そ
の
日
九
九
咋
例
/
一
二
¥

f
ノ
一
つ
ひ
グ
ル
ケ
ノ
の
わ
レ
的
物
h
r
一

購
入
J
7
ふ
と
い
う
梨
約
に
お
い
て
、

孤
高
の
「
υ収
が

。Cパ
ゾ
マ
ル
ク
で
あ
ゐ
と
中
江
口
し
た
場
行
会
一
挙

九
ヘ
V
0
マ
ル
ク
で
あ
る
の
に

げ
、
木
作
条
項
に
上
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
~
ー
に
も
、
約
款
使
川
者
は
契
約
書
肝
除
し
得
心
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
一
一
六
こ
れ
は
安
心
斗

む
な
い
と
亦
べ
た

木
判
決
は

一
見

F
る
と
、
判
決
{
刊

の
判
一
ど
レ

ρ
后
L
、
し
た
が
っ
て
同
判
決
を
安
定
し
た
も
の
で
あ
る

り
わ
げ
ホ
わ

:)lii;、法学¥(i:i ¥2--118) :-)7~〆201:L 7 I 
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か
の
で
ぺ
い
市
え
る
じ
し
か
1

〕
、
木
判
決
、
は
、
判
決
{
1

f

は
開
な
る
閉
山
工
、
や
ら
究
一
小
し
み
ー
の
で
あ
勺
て
矛
盾
す
る
も
の
を
は
な
い
二

と
を
明
一
ヤ
二
、
い
る
一
す
な
わ
ち
、
判
決
門
刊
日
}
で
は
、
予
要
t
ー
の
低
い

L

争
三
は
そ
も
そ
も
情
聞
の
立
川
弘
と
な
る
口
実
一
に
該
当
し

な
い
た
め
、
当
訟
長
司
の

p
b川
原
料
ー
か
ら
こ
の
よ
う
な
均
台
が
除
外
さ
れ
ご
い
た

P

て
が
適
切
で
あ
る
か
ら
有
効
で
あ
る
と
判
断
さ
れ

た
ぺ
こ
れ
に
け
川
し
仁

な
る
ギ
L
十
一
で
は
あ
る

b
の
の
、
虚
偽
の
程
度
が
小
さ
い
人
J

め、

し
て
い
る
乃
は

J

同
市
内

あ
る
い
は
レ
寸
志
川
川
町
、
約
と
の
関
係
に
お
い
て
虚
川
口
一
よ
め
る
こ
と
が
影
響
し
ι

な
い
た
め
、
取
る
に
川
が
れ
ん
ゆ
い
と
芯
め
ら
れ
る
渇
ム
じ
が
あ
ハ
リ
得

る
の
一
じ
あ
っ
て
、
こ
の
上
う
士
場
A
U

を
解
諮
問
町
内
か
ら
品
切

べ
J
J
U
f

、
あ
る
、
ー
と
い
う
こ
と
仁
あ
品
。
問
え
ば
、
先
の
別
に
い
円

ドイツ'"おけ乙七六月小"↓去J主的混山!とィ、 K灯打[11、培規疋

信
刷
用
の
廿
柄
小
礎
と
な
る
ポ
サ
ベ
L
J
ぬ
る
〈

L
A
M
-レ、

一
九
コ
ヘ
ノ
マ
ル
ク
と
一
一
一
「
一

C
0
マ
ル
ク
ー
の
汗
は

¥
¥
口
ふ
下
山
月
収
そ
れ
臼
休
は
、

当
「
内
相
沢
M

刊
に
お
け
る
代
金
が

ハ
ノ
ハ
)
ペ
ノ
マ
ル
ク
で
あ
之
ニ
レ
か
ら
、
円
リ
収
が
二
九
こ
っ
7

九
ク
で

」
¥
小
さ
な
も
の
じ
あ
り

力、

'コ

あ
っ
て
も

一C
U
0
マ
ル
ク
ポ
あ
っ
て
も
川
皇
下
に
対
す
と
信
用
副
缶
に
お
響
し
な
い
!
y

考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
点
ぬ
の
ド
ル
口

a
L
T
主
j
i
M
?
一
、
ず
丈
夫
ご

3fh士
、

i'hド
f
↓
Y

V

-

J

I

l

l

、

し
ぺ
い
う
の
が
牛
判
決
の
担
げ
て
あ
る

v

こ
れ
ま
で
み
と
き
た
虚
偽
申
告
矢
取
の
有
効
巴
に
関
す
る
判
例
の
J
一
場
は
、
次
の
よ
う
に
長
約
さ
れ
る
見
約
締
約
の
刊
断
に
将
軍
口

す
る
小
堤
に
閲
す
る
虚
偽
巾
ム
ド
は
、
打
ヘ
約
一
定
ハ
リ
に
ム
門
理
的
な
疑
念
を
η
ぜ
し
め
る
た
め
、

」
の
こ
こ
を
解
除
原
は
/
す
る
条
訟
に
は

原
則
と
}
て
-
汁
竹
一
な
辺
斗

九
R
G
R

コ
条
一
二
u
勺
)
デ
あ
る
一
し
他

H
、
次
の
つ
の
場
合
に
は
、
正
当
な
辺
が
認
め
ら
れ
な
い
ι

J久一告

外コ

当
万
時
以
人
約
に
お
い
て
m
U
、
一
丁
の
い
庄
矧
こ
関
連

L
な
い
事
究
の
府
内
川
中
古
を
が
は
川
原
因
/
一
十
る
長
尻
で
あ
る

第
二
に
そ
れ
リ

体
L

し
て
は
川
竺
下
の
信
応
力
基
礎
と
な
る
事
実
の
段
偽
中
止
門
で
あ
一
)
と
も
、
虚
偽
の
程
度
が
小
さ
く
当
一
必
川
契
約
の
締
結
い
影
響
し
な
い

と
考
え
ら
れ
る
場
人
ー
を
用
除
原
因
に
冷
め
る
条
項
で
あ
る

U

こ
の
上
、
つ
に
、
虚
偽
中
止
ヌ
ド
却
に
お
い
て
も
、
給
U
H
交
投
の
実
刑
川
王
h
J

は

危
白
川
化
と
い
っ
深
山
'
か
ら
何
日
明
什
が
検
話
さ
れ
る
n

y

千
な
も
、
ご
の
よ
う
な
?
げ
坊
や
I
A
持
し
ご
い
る
。
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債
務
法
改
正
後
の
退
論
状
況

，;~~ 

前
述
の
μ

一
お
リ
、

ひ
っ
一
討
の
債
務
法
改
正
は
、
約
及
の
μ
1
M廿

7

、J

ト
U

ル
じ
問
す
る
実
質
的
な
規
鉱
そ
れ
向
付
に
変
更
を
も

ゴ
問

た
ら
さ
な
が
勺
た
〉
し
か

L
、

G
m
T訂
正
条
項
の
干
効
代
軒
刊
断
ず
る
際
の
基
平
こ

4
る
一
一
一
条
に
は
豆
安
な
変
支
を
も
た
ら

そ
こ
と
、
羽
竹

条
三
、
で
の
河
市
状
況
を
Mm
認
し
ー
よ
ね
九

」
反
対
給
付
請
求
権
の
危
殆
化
内
記
叫
吐

音
寺
l
、
立
ト
ニ
上
司
、

p
r
1
l
f
j
L
L
1
1
t
i
i
 

給
付
矩
粕
維
の
弘
洋
た
る
危
応
化
原
凶
が

引
停
止
す
悪
化

b
h
p
h

一周
λ

て
は

品、

給
付
加
問
心
の

欠
拡
」
に
払

ι凡
さ
れ
た
こ
れ
に
伴
い
、
財
近
状
怠
悪
化
以
舛
の
事
由
を
列
"
十
一
ヲ
る
粂
凶
も
、
そ
れ
が
衿
付
能
刀
の
r人
舵
を
描
く
事
由

で
あ
る
限
り
に
片
し
て
、

条
項
を
況
脱
し
ど
い
な
い
た
め
、
有
幼
と
さ
れ

4
u

ー

γ引

d
i
t

-
F
F
l
 

反
日
凡
給
付
詰
ふ
ほ
の
危
砕
け
化
が
必
要
で
あ
と
レ
)
い
う
点
に
お
い
て
、

A
G
O
G
の
で
終
ー
ゾ
さ

ιた
判
例
通
説
は
、
現

J

令
つ
卜
「
ぐ
も
「
汗
一
王
、
長

t

p

h

(
宇
J

」

4
4
一

制
附
除
原
料
と
、
ど
に
日
(
体
的
甲
南
を
引
い
f
p
す
る
約

こ
の
こ
と
え
前
提
と
て
一
J

説
に
お
い
て
は

政
条
広
の
う
ち
、
元
日
開
訂
作
利
守
山
財
産
い
い
や
す
る
強
制
執
行
今
解
除
原
戸
と
す
る
約
款
条
足
的
有
効
↑
ふ
め
ぐ
ぺ
て
争
い
が
あ
る

U

す
な
わ
ち
、
こ
の
強
制
執
一
打
A
T
も
コ
で
反
い
川
給
付
請
?
市
住
の
危
九
州
ん
に
を
小
宇
事
出
ζ
l
m

る
こ
こ
が
ヶ
ー
さ
る
か
行
か
で
あ
る
c

l
j
l
j
g

丸
、

+

l
府

v

v

p

t

 

品
目
別
執
行
が
/
打
わ
れ
た
F

」
と
一
今
反
対
給
付
高
求
権
の
わ
]
泊
化
訂
後
衣
で
あ
る
J
r惇
1
7
ω
ロ
屯
鮮
が
あ
る

日一

や
反
対
給
ιり
請
求
権
ク
九
]
狛
化
何
儀
表
作
よ
め
る
こ
ー
す
る
い
野
川
町
も
あ
る
2

3
ら
に
、
レ
i
j
qげ
U
U
案
の
官
別
事
情
や
考
慮
〕
、
判
断
さ
れ
る
と

川一

の
見
解
b
あ
る
。

P

〕
れ
は
、
強
制
寸
吠
行
の
実
ぬ
む
け
と
は
常
に
反
対
給
付
請
求
H

川
市
の
む
約
化
と
判
訴
さ
れ
る
と
は
張
ら
な
川
と
の
理
解

L
T
京、
h
l

、リ

i
了
〉
、

ru

出
τ
人て

E
E
M
p
f
-
J
7
1タ

ゲ

内

チ
旧
世
結
、
ー
と
し
て
U

る
も
の
と
思
わ
れ
る
巳

フ

ト
危
号
化
原
同
が
右
京
し
ぐ
れ
た
場
A
U
¥

の
拡
張

ミ
」
戸
川
い

一
名
木
一
用
よ
い
お
い
て

給
付
能
力
の
し
γ
人
拡
に
よ
ゐ
反
刈
給
付
請
ぷ
住
の
危
殆
化
が
契
約
締
結
吋
す
ご
に
存
在
し
て
い
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に
も
、
給
付
作
総
怜
が
認
め
ム
れ
る
こ
こ
が
川
町
ん
え
で
刻
た
さ
れ
る
に
至
っ
た

一

1
こし
l

h

i

J

L
2
4
l
u
t
-
-

F

の
限
度
に
お
い
て
刊
誌
み
の
内

符
い
を
内
止
め

一ぺ
γ
L
長
い
川
川
山
九
〈
右
効
で
あ
る

F

」
y
は
明
ら
か
で
あ
ゐ
た
め

」
れ
に
刻
す
る
従
卒
の
歳
入
川
引
大
↓
山
川
一
万
は
役

刊
を
終
え
た
戸
)
レ
}
仁
ヘ
ふ
る

し
か
し

で
よ
お
よ
び
賃
恭
一
法
改
正
前
力
学
え
か
ら
は
、
別
行
訟
の
可
ー
も
妥
当
す
る
重
咲
な
不
院
や
得
る
こ
と
が
で
、
さ
ゐ

そ
れ
は

仇誠一は、
1
F
i
ィ

f
刀
の
給
一
件
い
一
能
七
:

人

γ
足
の
リ
ノ
ス
々
を
魚
、
つ
べ
き
は
光
松
一
↑
義
治
者
じ
あ
る
と
の
原
却
を
暗

葉
ι
9
る
も
の
で
は
な
く
、
む

l
九
こ
の
即
刻
を
踏
ま
え
て
貯
釈
す
べ
き
ど
と
い
う
こ
1
y
i

ず
あ
る
c

子
力
結
県
、
給
付
目
配
給
権
が
訟
め
り

ドイツ'"おけ乙七六月小"↓去J主的混山!とィ、 K灯打[11、培規疋

ー
し
づ
J
v
η
ノ

日

除

、

j

j

c

(

 

事
前
の
前
十
止
に
よ
う
と
お
ぷ

L
F付
与
な
か
、
七
ポ
バ
付
が
契
約
縦
結
没
一
判
明
l
た
場
合
に
以
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
c

四

二
二
一
条
の
法
し
げ
効
果
を
泡
脱
す
る
条
攻
の
有
効

m

無
催
告
解
除
権
を
付
与
す
る
条
境
の
有
効
性

可
設
な
で
呪
り
け

日

之
v、
l土

取人;}、羊) fi3 (2-:~; :i77 r2(ll':L 7 

相
手
ん
の
財
必
状
慾
悪
化
ヘ
ホ
ド
ド
国
防
不
足
が
牛
t

-

に
、
約
款
佼
弓
主
に
黒
川
隔
バ
口
前
除
権
を
付
与

む
け
川
小
手
条
境
の
古
ー
に
は
、

す
る
も
の
が
あ
る

こ
の
よ
う
な
条
項
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
、
ア
リ
況
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
疑
問
を
投
げ
小
け
る
ο
r
b
J
わ
ち
、
炉

一六
h

ゆ
え
に
却

L
C
作
成
ち
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

F

」

何
人
l
v
A
A人
足
は

b
n
~
h
p
L
h
び
川
バ
バ

光
局
行
十
凡
務
主
が
ま
だ
先
履
/
土
を
)
て
い
な
い
明
ム
円
に
限
定

ν

し
い
る
一
ド
す
ぎ
ず
、
河
粂
に
川
河
ず
る
判
例
・
司

日L
11 

適
法
な
給
付
山
絶
役
に
反
対
給
付
ま
た
は
担
保
洪
ヲ
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
J
U

川
一
か
則
山
徒
過
後
の
解
玲
r悼
を
認
め

J
L

い
る
に
と

ど
ま
る
O
L
h
J
h
J
つ
ご
、

条
h
J
U
'疋

L
ご
い
も
υ
吻
同
じ
仇

E
L解
除
持
主
J

い
つ
す
る
条
項
は

A
G
H
G
c
t

IH 

一5
に
一
ほ
し

許
さ
れ
な
い
口
組
方
、
先
履
行
石
務
者
が
先
将
行
を

L
た
川
荷
台
に
は
、
併
な
作
の
烹
件
を
{
l
め
る
の
は
川
二
一
六
条
~
と
あ
る
か
り
、
同

条
よ
り
も
製
作
を
絞
柁
づ
る
久
小
判
明
は
れ
ー
は
り

A
G
H
G
O
先
=
討
に
反
し
計
さ
れ
な
い
〈

山女

7
7
Q

に
、
出

ハ
条
二
項
に
長
ヴ

J

ミ
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付
加
矧
向
の
一
恥
-
は
が
不
安
な
い
場
合
お
よ

仁
悶

17ω
法
理
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
ェ
J
C

L
お
け
る

ι
佼
〕
の

原
則
と
}
て
ん
川
h

畑
山
刑
羽
設
定
の
ず
絞
J
Nゲ

f
U
中
/
と
さ
れ
、

こ
れ
を
不
良
と
す
る
E
J
h
は
ー
一
市
対
止
す
べ
き
こ
と
と
な

ゴ
問

判
例
も
、
ヲ

i
ス
契
約
に
悶
す
る
判
次
〔
「
、
}

の
事
本
の

t
う
に
、
解
除
に
江
川
守
つ
催
告
な
い
じ
壮
一
か
印
刷
問
し
は

{ι
が
叶
い
定
的
川
女
作
と

三

L
J
¥
L〉
ム
パ
日
一
て
ー
ま
叶
は
と
一
f
N

i
1
2
L
f
1
L
t
i
l一

l

l
↑

こ
れ
ら
う
法
定
の
要
芹
y

さ
れ

t

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

安
と
す
る
条
攻
は
、
事
案

と
の
官
一
川
の
検
討
会
絞
る
こ

F
な
く
民
ち
い
艶
効
と
き
れ
る
と
解
し
て
い
。

ヘパ
p
h
ロμ
に
~

条
目
l

玄
u

石
川
川
不
足
条
羽
に
お
い
亡

こ
の
こ
と
を
叫
す

L
た
最
古
紙
一
番
河
川
は
み
あ
た
ら
な
い
も
の
の

〆
判
仇

{
4
}

!
絞
詳
此
判

が
こ
れ
を

M
峻
す
る
に
と
ど
ま
る
」
、

判
は
し
ば
し
ば
、
信
用
不
足
条
羽
の
山
町
件
闘
に
お
り
る
白
川
叫
刊
の
判
断
と
九
六
わ
け
一
亡
、
帆
笹
川
μ
削
削
除
怪
を
付
ハ
↓
P
J
q

る
市
分
が

会に
木;

ド月

日
J

L
も
連
夜

1
2
T
工
一
ヰ
指
机
し
一
ー
に
こ
叫

ハ
4乙

そ
の
他
の
汰
律
効
果
を
透
く
条
頃
の
有
効
性

じ
川
ソ
小
が
条
項
の
中
に
は
、

約
款
使
胤
告
に
解
除
体
ι
古
川
口
J
1る
も
の
以
外
に
も
、

条
と
同
じ
く
給
付
信
花
権
を
什
ー
ア
ず

11I 

る
μ

丸二六一腹、相

7
hぺ
の
沈
阪
の
利
耐

Jtよ
十
八
旬
、
与
一
ア
心
条
↓
U

明
、
相
ァ
一
ん
に
光
悦

'Z一
子
相
ふ
負
わ
さ
心
久
人
攻
、
さ
り
に
は
桐
子
主
に
…
羽
市
賠
償

義
務
や
が
叫
す
条
項
ヰ
ど
が
あ
る

こ
れ
ら
の
た
墳
の
右
幼
闘
が
間
約
一
Y
L
J
一
た
最
上
級
主
持
判
例
は
、
，
出
品
汁
決
{ 

る

問
題
と
な
っ
た
条
主
を
、
今
度
は
法

伯
仲
効
回
本
一
い
荊
じ
い
し
て

い
ま
一
度
ぶ
そ
う

J

「

E
U
H
r
工
が

~
十
川
内
問
に
達
し
た
代
金
の
支
払
呑
一
変
滞
し
た
埼
A
U

期
限
ふ
れ
乞
厳
守
て
手
形
ま
た
は
小
切
t
J
を
決
済
し
な
か
っ
た
耕
一
台
、

同
げ
は
に
ム
の
支
払
能
力
ま
と
心
伝
川
に
'J
対
抗
な
疑
念
が
契
約
締
締
役
一
ド
ヨ
じ
た
お
台
に
は
、
土
l
ム
丁
は
、
そ
の
選
択

ru九
い
、

を
九
円
む
す
べ
て
の
末
弘
信
析
の
現
令
払
ま
た
は
こ
れ
に
対
す
ゐ
似
山
内
供
与
!
J

の
い
ず
れ
か
を

γ)ギ冗十
f

か
り
の
尚
一
じ
山
作
以
[
加
に
け
元

f

げ
一
っ
て
引
市

点

F
る
こ
と
が
す
き
る
賀
、
正
が
こ
の
請
求
に
泌
じ
L

ノ
ホ
い
問
は
、
完
主
心
、

汚
い
か
な
る
戎
打
の
ハ
人
y

れ
に
基
づ
い
て
も
、

汁

Jtキ
ハ
ノ
土
八
八
山
H
1

1
F
f，
f
f
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義
務
十
負
わ
な
い

注
日
ヮ
百
・
詐
号
宰
者
)

ν
、」トつい

去
民
主
が
終
局
的
い
売
主
か
ら
の
首
立
に
忘
に
な
い
場
合
に
は

川
ー
は
一
寝
行
さ
れ
な
か
っ
た
債
務

Z

仰
の
二
つ
パ
ー
七
ン

ト
の
金
額
を
引
4

賠
償

ζ
L
て
説
求
す
る
こ
こ
が
で
き
る
竹
内
長
羽
も
や
し
、
ぃ

判
決
は
、
ヰ
糾
条
南
引
の
効
果
い
つ
い
亡
、
次
の
ょ
っ
な
検
討
を
行
い
、

A
G
日
G
ル
条
二
改
号
に
渋
川
止
す
る
レ
一
杭
人
叩
づ
け
た
。

主再

に
、
治
μ
ぃ
九
絶
拡
を
d
f
L

灼

111 

一
条
と
本
洋
条
項
を
次
の
ょ
っ
に
比
較
す
る
。

7
な

ぴ
仙
の
に
つ
い
じ

川
吋
ム
寸
九
牛
。

7
1
t
 

わ
ち
、
旧

条
は
、
給
付
距
約
維
の
消
波
い
仰
向
と
し
て
、
危
殆
化

L
た
佐
よ
坊
の
み
の
履
行
ま
た
は
そ
の
刊
川
崎
の
品
川

7
を
A
r
げ
て
い

ドイツ'"おけ乙七六月小"↓去J主的混山!とィ、 K灯打[11、培規疋

十
小
川
条
瓜
ほ
、

当
事
荷
山
に
ん
い
い
す
る
引
の
契
約
に
長
づ
4¥
債
務
に
つ
い
て
も
叩
叫
ん
心
払
ま
れ
八
は
利
川
町
校
ト
コ
を

L
な
け
れ

る
の
に
対
し
て
、

ば
約
款
使
相
ゎ
台
の
給
付
担
絶
怯
が
中
川
減
し
な
レ
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
山
に
お
い
て
同
二
二

条
の
法
的
支
拍
手
下
ナ
伐
を
越
え
て
い
?
ゐ

よ
れ
ば

駐
の
契
約
に
基
づ
、
弁
消
期
未
到
来
の
債
務
、
口
効
幻
滅
し
た
佐
治
、

九

i
た
る
約
款
使
同
省
の

U
M

♂
h

り
1

取
桃
山
担
保
安
ド
を
理
由
に
王
立
に
支
払
を
作
絡
で
え
る
千
よ
坊
に
コ
い
て
も
現
金
払
ま
た
は
そ
の
担
保
が
供
与
え
」
れ
な
い
限
じ
約
款
佼
用

ー

ν

3

J

;
才
J
T
H

ん
叫
ん
が
疋
め
る
給
刊
r
壮
絶
は
の
い
刊
凶
を
逸
脱
ヲ
エ
へ
い
る
、
左
一

引っ

さ
ん
に
、
内
向山手リリ日!人以

れ
る
が

内品工戸川

つ
ど
、
は
、
相
子
hd
の
期
限
の
利
益
を
「
革
、
つ
だ
け
で
な
く
士
履
行
義
務
を
も
負
わ
ほ
る
も
の
で
あ
り
、
り
一

4

訓
切
の
打
ノ
約

に
↑
執
っ
て
相

7
ん
が
取
得
し
た
九
夜
行
一
請
求
権
を
、
川
バ
バ

h

ゆ
え
の
良
市
民
活
一
松
え
ミ
存
、
つ
た
め
不
佃
ム
告
で
あ

ω
と
連
べ
p

ご

止事

=
-
L

;日

条
の
解
釈
請
に
よ
れ
ば
先
夜
行
義
法
者
に
肝
除
濯
が
訟
め
ら
れ
る

L
と
y
ま
る
の
↓
し
に

L
亡、

、
ノ
品
、

i

〆
し
で
し

本
仕
条
MT
は
こ
れ
手
法
、
ス
る
ほ
印
叶
J
L
γ
y

吋
与
し
℃
い
る
た
町
、

A
G
B
G
犬
条

羽
一
号
仁
違
反
寸
る
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
、

人
い
担
問
制
の
設
定
義
一
変
件
と
し
て
い
な
い
口
二
、
一

条

U
5
に
AFt-a
ず
る
川
能
。
ー
も
あ
る

2
述
べ

宇
一
月
一
心
円
判
決
は
、
先
履
行
義
泌
を
転
換
さ
せ
る
条
一
引
の
ヂ

そ
の
後
、
{
日
以
}
オ
ル
平
ン
ブ
ル
ク
品
川
山
四
十
刀
法
刊
一
円
一
九
ム
ハ

ぉ
叶
ー
を
異
体
的
い
折
格
1
て
、
判
決

{
4
』
と

7

u

r

r
一
丁
コ
二
〈
一
戸
J
I
J
杭
べ
「
ま

ρv
主
1
4
F
r
v
l
J
/

ご
fu
キ

f
;↑
I
h

衣
外
川
亡
出
来
界
の
統
一
約
款
小
の
次
の
工
、
っ
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入
品
条
哀
が
同
社
一
む
つ
ず
人

を
請
求
す
る
一
〕
と
が
で
き
る
つ

パ
リ

μυ
 

oo 
n
乙

丸
履
行
法
治
を
坦
恥
さ
せ
て
門
L
T
に
こ
れ
を
負
わ
せ
ふ
こ
l
t
を
定
め
れ
ん
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
、
つ
え
で
、
いG

 

L
芋一r一rr

 

J

，
 

?刷料仁

「

E
U
土
が
弁
済
期
に
還
し
た
代
会
…
円
支
払
を
ML
滞
1
ν

、
主
た
は
そ
の
対
政
状
熊
に
沢
民
凶
悪
化
を
f

ぜ
し
め
た
川
崎
合
に
は
、
売
子
は
、

ゴ
問

日M
存
の
す
ぺ
て
の
契
約
に
基
イ

比札川
pmh

削
の
現
金
払

主
払
期
限
を
喪
失
さ
せ
た
、

7
え
て
、

の
佐
川
口
給
の
た
め
、

m
l
、
王
に
川
汁
)
二
¥

出
リ
叉
土
、

L

一

f

l

上
中
川
条
沼
恒
は
、

木
来
の
史
約
に
よ
れ
ば
必
上
が
九
日
収
行
五
件
情
を
負
う
と
こ
ろ
を
、
同
日
十
川
の
支
払
迂
川
岬
ま
た
は
は
芦
状
熊
の

木
質
的
小
品
化
を
説
付
と

L
一
¥

こ
の
よ
う
な
効
束
手
ど
市
つ
本
件
条
民
を
A
G
B
G
九
条
二
呪

H

一
す
に
違
反
し
佐
湖

rあ
る
ー
と
判
出
し
そ
に
な
官
な
ら
、

mlf
主
た
る
取
冗

業
者
は
し
ば

L
ぱ
、
先
i
た
る
メ
ー
カ
ー
か

z
r入
れ
た
商
品
を
十
転
売
し
て
得
た
収
益
を
メ
ー
カ
ー
に
対
す
ふ
代
主
支
払
の
原
資
に

T

る
こ
と
を
訂
向
ー
し
て
い
る
と

F

」
ろ
、
キ
件
条
項
の
」
う
に
先
履
行
支
務
を
允

rTr片
山
口
、
ー
に
転
換
す
る
こ
l

三
日
、
円
34t
に
不
必
生
町
三
点

加
的
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
な
り
不
当
だ
か
ら
で
あ
る

3 

債
務
法
改
正
後
の
理
論
状
況

債
務
法

21汁
に
よ
り
一
一
一
長
に
二
項
が
新
設
さ
引
、
門
会

現
に
基
つ
い
て
適
江
仁
給
付
を
和
絶

L
K
た
履
行
義
務
者
は
、

給
付
の
支
恥
ま
た
は
羽
↑
町
昨
日
い
ト
つ
の
た
め
の
付
加
明
司
令
一
ぷ
先
ず
る
こ
と
が
で
き
、

F

」
の
刑
判
1
J
M
奏
効
E
ず
に
経
過

L
た
場
へ
は
に
は
、
制
判

約
を
解
除
す

7T
〕
こ
が
て
き
る
こ
と
r

メ
れ
た
〉
こ
の
既
定
は
、
判
例
a

辺
一
恥
ド
ド
ト
れ
什
し
本
誌
ι
と
れ
て
い
ぐ
こ
と
を
明
文
化
了
た
も
の

規
範
そ
れ
口
体
い
実
質
的
な
変
更
は
な
い
っ

:
3
2
7
 

1
L
1
4
ムム
h
H
J
t

出入約

mm況
に
う
き
付
加
期
山

7
絞
が
必
要
ど
さ
れ
る
場
問
仁
一
五

い
て
台
一
れ
を
不
叫
と
す
る
条
-M2
に
つ
い
て
は
、

A
G
日
じ
の
じ
の
ぷ
論
が
そ
の
ま
ま
一
長
ψ
」し、

一一r
J

九
条
川
口
ケ
に
違
反

L
h叫
川
郊
と
さ

il 

川
持
続
山
契
約
に
刈
し
て
は

同
同
日
次
が
必
要
で
あ
る
に

ハ
ノ
八
条
一
一
口
J
L
f

一は
mに
な
り

、一、」
J

I
f
l
 

一
ぺ
げ
九
条
川
山
口
す
は

に
も
直

m
Fれ
る
が
、

刊
吋
肝
約
ι門
PV一
の
法
制
却
の
範
区
内
む
あ
る
限
り
に
臼
い
て
、

約
款
使
用
者
に
艶
懐
中
口
の
肝
約
川
口
町
権
を
付
l
J
J

一ヲ
反
対



F
人

る
条
項
は
妨
げ
ら
れ
士
、
v
r

こ
の
1

じ
に
つ
い
て
は
、

M

h

内
h
A八、

1
i
 {
一
ム
九
J

郎
品
目
ザ
さ
引
て
い
る

r

他
}J 

条

v
t

一
心
叫
人
ど
越
え
と
先
1
2

ザ
打
義
務
事
引
に
右
引
な
法
律
坊
朱
を
導
ノ
¥
条
主
は
、
長
効
!
こ
さ
れ
る
法
れ
が
あ
る
)

、日

八
戸
川
刊
況
は
、
川
汁
山
山
門
刊
比
一
し
一
刊
か
仰
の
衣
料
品
朱
界
結
一
約
款
条
一
見
一
い
つ
い
て
、
河

ク
レ
プ

L

ル
ト
削
方
裁
判
所
↓
つ
つ
八
年
戸
川

判
決
を
!
引
屈
し
つ
コ
、
こ
れ
と
は
ほ
M
川
い
ね
の
理
由
を
述
ベ
ヘ
本
位
条
4
4
が
三
一
条
の
本
質
的
な
基
本
思
想
と
合
致
し
な
い
た
め

の
一
七
条
二
羽
一
号

γ
点
止
し
相
対
ず
あ
る
と
判
ボ
し
た
の
本
判
占
況
で
は
、
育
、
治
法
改
正
じ
上
っ
て
内
宮
的
な
小
平
丸
を
粋
に
羽
行
一
一

hhp
い
川
ム
り
し
て
も

先
日
以
行
作
利
朽
の

は
引
両
氏
態
悪
化
キ
」
珪
山
に
ベ
八
回
収
行
北
務
を
転
換
す
る
条
項
引
'
h
効
と
さ
れ
る
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本
判
決
が
、
第

こ
と
が
唯
一
誌
さ
れ
て
い
る

乙
コ

p

v
k
O
問

と
り
わ
げ
正
要
な

P

」ーには

じ
、
債
務
法
改
正
に
よ
り

丸
心
二
用
J

に
お

い
て
付
加
知
山
設
J

い
に
ら
を
経
た
契
約
解
絵
権
が
配
ん
ら
入

C
泌
{
士

A

れ
る
に

ρ
了
、
~
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
て
、

先
関
心
義
務
者
の
利
，
八
怖
は
事
」

れ
に
よ
F

J

J

、
l
作に
1

保
一
設
さ
れ
て
い
る
と
川
町
↓
し
た
こ
と
、
徐
に
、
一
条
の
卜

の
川
引
換
給
付
議
求
を

汗
{
ι
4
v
べ
斗
主
で
あ
る
胃
の
改
よ
れ
業
に
お
け
三
立
同
ふ
引
川
こ
¥
二
の
議
誌
が
い
い
同
川
小
J
l

一
条
項
の
有
効
性
判
附
に
も
反
映
さ
れ
る
こ

二
ト
乙
で
あ
る

本
什
条
日
が
世
間
九
一
に
旧
関
手
賠
償
義
筏
争
認
1

J

て
い
る
山
!
に
つ
い

f
J
o
、
ぷ
判
決
は
、

一
条
や
共
し
く
が
一
院

J

て
お
り
韮

ま
ず

効
で
し
め
る
=
判
一
小

L
た〉

市
女
!
吋
4
F
吋
ム

V
H
l
h

、

従
来
の
河
川
川
は
維
待
也
、
れ
、

ふ
一
条
お
よ
ぴ
河
粂
一
い
閉
す
る
判
例
法
辺
歩
一
法
ス
る
法
律
効
用
小
h
r
一

件
い
い
訟
法
改
正
保
も
、

完
売
崎
行
花
務
省
た
る
約
ぷ
続
出
者
じ
y

吋
与
す
る
条
尽
は
↑
仲
川
叫
レ
川
汁
判
制
さ
れ
る
一
円
能
性
が
n
M

い。
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五

ι
出
版
不
足
条
項
の
税
制
に
み
る
「
小
火
の
抗
弁
権
」
民
定
の
必
木
県
知

ゴ
問

ド
イ
ツ
判
例
-
一
千
談
の
整
理

こ
れ
ま
三
み
て
き
た
よ
う
に
、
ー
川
川
は
、

H
m
t
悼
法
改
正
の

p

川
町
後
手
一
過

L
亡、

々
条
お
よ
び
M
問
条
い
司
す
る
判
例
法
測
に
よ
ウ
て

認
め
」
円
れ
亡
い
る
も
の

E
り
も
安
件
、
士
一
緩
和
し
ん
り
、

r
h
範
な
山
一
容
の
法
的
政
治
手
段
を
約
討
、
使
』
市
長
た
る
uqA
日明
F
い
い
札
務
諸
に
付
与
し

た
り
寸
ゐ
荘
一
割
を
加
出
品
川
と
し
ぐ
い
る
。
な
ぜ
な
、
円
、
こ
れ
ら
の
条
一
羽
は
、

条
い
日
よ
び
同
条
↑
却
す
ゐ
判
例
化
却
の
十
平
日
目
前
な
基

木
忠
怨
に
九
殺
し
な
い
た
吟
叩

J
ん
に
よ
小
布
当
な
ヂ
庶
J
H
幸
生
ぜ
し
め
る
と
司
付
さ
れ
る
か
り
で
あ
る

(
A
一
じ
日
じ
九
糸
羽
庁
、

B
G
B
 一
ひ
じ
条
二
項
三
っ
そ
り
町
一
¥
判
例
は
、

A
G
D
G
九
条
な
い

L
一
つ
条

(
B
G
R
二
ひ
じ
条
な

i
r
L
C
八
条
)

ヴ
き
当
V
M
条
項
の
内
山
h
J
L
U
F
L

悩
引
に
許
缶
ー
し
か
「
一
λ

J

え
ご
証
劾
レ
)
い
う
結
請
を
導
L
て
い
る

し
か
し

払
果
的
じ
凶

丸
木
の
初
!
下
一
ま

た
は
印
刷
川
氏
理
を
拡
張
J
q

る
か
決
取

k
j
ベ
て
民
規
定
の
i
小
説
的
な
永
本
思
想
仁
ム
口
火
L

な
い
と
評
側
、
ν
無
効
?
と
祐
弘
而
づ
け
ど
い

Q

つ一

やま

;J

判
例
は

岳
、
ょ
う
で
や

J

款
使
用
者
に
有
利
に
=
二
条
を
わ
久
一
促
す
る
余
地
歩
ほ
l
7山

め
て
い
な
い
の
で
あ
る

何
一
体
的
に
は
、

史
料
川
に
悶
1

J

て
は
、
め
一
に
、
以
対
給
付
訪
求
権
の
危
殆
化
会
」
安
件
仁
ん
め
な
い
条
摂
は
、

お一効
/
)
P
C

わ
る
c

な
ら
、
こ
の
川
先
行
は
、

ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
ま
ま
給
付
を

=
一
設
の
本
質
的
な
茎
A
忠
明
、

す
な
わ
ト

2

、

お
い
ら
れ
る
こ
レ
}
仁
よ
J

て
生

ν
る
木
利
、
べ
い
か
ら
先
履
行
義
務
担
を
深
T
h
す
F

ヲ
)
こ
が
、
給
'
て
の
父
換
を
ド
い
い
内
と
す
る
以
務
契
約
の
当

下
者
内
公
ド
に
泊
っ
と
の
考
ス
ド
山
政
さ
し
て
い
る
し
か
ら
で
あ
ふ

υ

ル
早
に
、

現
行
法
の

τ
で
は
、
契
約
締
結
時
に
存
r
付
し
て
い
た
危
治
化
問
問
が
契
約
高
約
後
に
判
叫
し
h
J

こ
と
を
要
件
と
す
る
条
頃

も
、
当
然
に

H
効
~
に
あ
る
行
だ
し
、
一
判
叫
」
の
解
釈
と
し
て
、
契
約
締
結
に
際
し
て
、
先
回
収
行
義
持
者
が
四
]
り
の
信
用
状
症
に

コ
い
I
ふ
明
司
な
調
査
を
行
ヮ
た
に
も
い
v

か
わ
ら
ヲ
認
識
で
さ
な
か
っ
た
事
清
が
梨
約
締
結
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
判
什

J

し
た

1
1川
河
さ

に
某

:)lii;、法学¥(i:i ¥2--126) :-;82 〆201:L7 I 
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れ
る
弱
含
い
民
冠
さ
れ
る

J
L
ぜ
な
ム
、
与
契
約
当
事
ヰ
ナ
は
相
一
丁
ト
り
の
信
用
状
熊
に
つ
い
て
分
公
開
否
や
せ
ず
に
契
約
を
締
結
し
た

二
I

〆
に
伴
う
}
ス
ク
を
負
汁
J

す
べ
員
こ
と
が
原
則
で
あ
リ
、

条
は
こ
の
版
引
を
安
ん
は
す
る
一
と
を
居
酒

L
た
も
引
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
一

J

一
条
は
、
?
)
の
原
則
を
維
持

L
つ
つ
も

に
立
「
竹
レ
な
か

j

シ
ド
事
情

ま

介
状
し
て
い
た
も
の
の

1
汁
な
北
青
に
よ
っ
て
も
や
辺
坊
に
み
て
認
ぷ
し
得
な
い
こ
ニ
山
悩
き
れ
る
事
情
を
陳
列
と
す
る
給
付
の
交
按
の
ム
ハ

達
成
か

戸
々
と
を
巳
河
し
て
い
る
に
す
き
な
い

{也
ゐ

州
川
県
に
却
し
で
は

メ
履
行
法
治
け
た
い
れ
刊
い
J
1
一
ヲ
る
二
L
f
一
が
認
め
ら
れ

待
一
と
う
一
コ
L
「
:
二
主

ι
J
7
Jノ
h
t
j
vー
し
;
ペ
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も
の
お
よ
び
判
対
・
速
誌
に
よ
り
承
お
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
J

ん
さ
れ
る

す
な
わ
ち
、
信
夫
、
約
に
衿
付
拒
絶
位
、
弟
次
杭
に
、

給
付
招
花
博
行
使
役
に
付
加
市
内
開
設
廷
を
は
紅
た
問
削
除
惟
の
み
で
あ
る
c

こ
れ
ふ
以
γ

つ
ら
悦
心
な
法
的
及
川
川
子
段
、
例
え
ば
、
証
出
前
山
陸
一

除
他
、
光
昭
刊
行
義
務
の
完
〈
i

な
消
滅
、
光
は
わ
義
務
の
士
似
品
棋
な
と
は
、
先
履
行
義
務
者
ネ
迅
震
に
泥
足
す
も
も
の
で
あ
り
、

の
本
「

[
2

的
立
叩
礼
金
卒
巳
恕
ム
ゲ
逸
脱
す
ふ
し
Y

一
一
叶
何
さ
れ
る
さ
ら
に
、
先
履
行
義
務
者
に
品
書
院
ハ
償
詰
求
権
を
付
I
7
4

ヴ芝、
L
Y

も
、
阿
条
の

+
小
説
的
な
品
不
思
悲
を
逸
脱
す
る
J

よ町、
μ

ば
め
ら

μ
な
い
〈

ノナ
d
M
悶
ノ
打
性
利
~
ず
の
信
一
川
不
三
か
、

し
わ
ゆ
る
履
行
期
請
の
版
λ

打
「
仕
組
や
隠
ノ
h
u
刻
、
叫
の
い
川
ん
ね
法
以
の
要
件
(
百

G
B

んー~ナ~?)、

粂
川
A
J
4」

ヤ
満
た
す
'
h
}

一
円
同
町
附
さ
れ
る
場
合

士
え
は
納
税
的
何
人
約
に

h
い
て
は
却
昨
の

の
安
打
を

J

山
た
す
I
f

一
許
価
さ
れ

)ο

場
合
一
し
は
、

R
G
B
の
境
{
疋
お
よ

υ解
釈
に
よ
れ
ば
先
日
胤
/JUR務
者
い
に
年
催
古
炉
除
弘
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
約
aHhzl六
に
お
い
て
河

総
丹
市
悟
M

ツ
γ
一
日
孜
前
吊
若
い
い
川

7
す

FT-
少
子
、
約
千
山
内
々
ハ
什
一
ノ
ト
ロ
ル
カ
組
内
カ
ら
井
容
さ
れ
る
こ
と
は
川
ア
い
り
か
ご
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
刈
何
の
立
場
は
、
日
J

託
に
お
い
て
も
槻
ね
1
〆
持
を
山
戸
え
て
い

ム

Z
y
u
:
コ、

7
1工

山一↓
J

一民

L
1
5
し
v

t

I

h

一
条
じ
品
だ
さ
れ
て
い
な
川

山門

F7乞
介
む
が
行
?
切
と
司
仰
い
送
れ
る
条
項
の
例
一
と
し
ご

付
加
知
山
の
と
ご
を
弓
八
六
体
切
に
で
め
る
1

弘
ひ
の
|
|
そ
れ
れ
r
合
押
部
子
会
完
封
公
明
、

問

あ
る
限
り
に
お
い
て
ー
ー
が
挙
げ
ア
れ
て
い
る
梓
伎
一
じ
あ
る
c

で
の
伯
、
及
判
明
に
よ
れ
ば

反
U

刈
納
付
諸
点
維
の
危
FF
化
を
表
す
J
E
H

ぅ長
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体
的

ρ
情
を
列
挙
ョ
J
9
ゐ
広
三
川
、
J

V

、
υ
「
訟
れ
す
倍
に
J

八
円
理
的
な
も
の
ご
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
主
効
〆
解
さ
れ
る

J

2 

=
一
二
一
条
の
本
質
的
な
基
ヰ
問
山
相
川

ゴ
問

む
の
よ
う
な
月
例
・
学
読
を
湯
川
て

一
条
の
p
八
回
的
な
比
九
本
思
想
を
来
い
知
る
こ
/
一
ト
が
ず
き
る
〉

ル
E
市

一
条
の
給
付
氾
判
権
が
、
例
法
務
の
対
倒
的
判
係
と
い
う
双
務
契
約
の
木
本
構
造
に
」
っ
て
基
生
づ
け
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
信
社
ボ

μ一
条
山
J

の
右
対
斗
を
め
ぐ
る
判
前
・
学
説
が
、
反
対
給
付
清
ぷ
r
悼
の
危
殆
化
、

す
な
わ
ち
給
%
の
交
換
の
俊
治
化
を

小
円
人
へ
の
長
作
と

1J
て
い
る
こ
と
、
法
律
効
用
ボ
と
し
ご
折
催
告
の
鮮
へ
令
を
認
め
一
一
に
い
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∞
叶
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一
以
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ω
河
口
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ν
ー
か
し
、
ア
一
y
ン
ヲ
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は
、
九
八
一
年
の
市
凶
収

一
ご
は
、
旧
二
二
一
条
を
注
川
町
」
一
切
る
約
款
条
取
に
v

れ
し
て
も
っ
と
U
脅
な
法
ほ
や
一
次
J
て
凶
七
!
一
M
p
t
わ
仁
一
、
山
一
一
条
品
先
取
行
義
務
者
の

保
誌
の
一
一
時
市
川
一
対
L
C
汁
い
比
え
と
い
な
1

非
一
め
ー
伊
条
L

一
毘
ハ
な
る

-h
百
九
エ
約
刊
誌
条
項
で
定
め
れ
V
こ
と
自
体
ヰ
王
け
に
山
ち
に
当
設
長
円
三
が

舟
効
レ
は
さ
れ
な
い
と
ど
、
ヘ
ハ
リ
E
U
(
ハ
〉
久
人
二
項
い
甚
一
J
当
、
併
任
市
凶
が
十
八
ん
に
明
確
h
L
列
対
J
ざ
i

ハ
て
お
り
、
小
つ
、

υ
ヨ
吟
削
除
原
国

ウ
、
約
一
状
仲
畑
山
市
ヰ
刊
し
と
っ
一
一
間
約
乃
併
パ
刊
が
U
4
r
伶
一
何
な
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と
認
め
t
J
れ
の
川
窓
口
に
は
、
t
F
方
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一
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日
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小
ル
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引
舟
し
;
三
、
約
款
ル
閉
山
昔
た

る
ル
山
崎
行
烹
蒋
4
h
に
附
削
除
梓
や
付
J
J
0
7
ω
約
款
条
項
を
心
灯
油
レ
一
何
ず
し
し

v
f
(
ぞ
し
て
、
川
口
刈
と
そ
れ
る
解
除
侃
同
の
具
体
例
と

1
て
、
相
手

方
に
批
判
上
ま
と
は
裁
判
外
の
訟
L
1
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が
問
必
さ
れ
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ご
と
、
破
産
の
申
す
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一
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叩
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、
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述
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ア
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♂
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、
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司
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古
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悦
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。
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叶
い
ん
パ
ド
一

ι引
以
{
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{
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婦
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J
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A
ド
佐
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対
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レ
ご
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古
の
仰
川
区
権
と
濯
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ぽ
に
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指
令
負
わ
せ
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こ
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r
v
M
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さ
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い
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J
か
え
判
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川
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J
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判
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か
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付
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憤

d
rる
ま
で
も
な
い
と
一
ご
、
最
松
市
，
な
判
断
を
避
け
よ

(山川
J
(
V
Z
4
3
2ロ
T
1
m
u
]
〔
)
]
主
】
ソ
L
H
J
4
E
N
芝
「
吉
山
立
門
出
衣
料
r
山
メ
ー
カ
ー
v
A

と
1れ
判
品
取

J業
E
Y
L
v
の
却
で
衣
料
品
f
t
闘
す

ゐ
l
日
明
約
を
ず
か
し
た
yv
、
Y
が
支
払
を
同
惜
し
た
七
ぺ
一
日
文

υ
L
f
も
の
の
仙
川
和
を
[
て

v
t
い
衣
川
口
川
に
つ
き
代
令
の
け
払
支
七
は
引

地
、
給
付
U
γ
7
4
必
た
と
¥
つ
事
業
で
止
る

山
川
一
拙
稿
目
削
舟
涼
一
~
ハ

J

一
は
ぷ

l
t沙問

へ川副
)
2
d
z
p
f
N
O
H
「
2
羽一
2

司己点〕
3
μ
(
K
X
Y
刷、
5
3
Z
門¥一日間一戸時

Af
司王門¥円、戸内

2
勺一括「¥京一
m
E
¥
む
3
5
5
N
(
k
k
y
m
E
3
Z
門¥一日間戸

uc
叫

士一主化
5
¥
}
W
Z
コハ一一
J内山吋¥工允コヱ
t
円
¥
ヱ
ケ
ゆ

7
3
4
m
r
ご
シ
ミ
一
一
、
三
時
凶
h
k
p
N
2
1
U
克
己
】
ひ
《

2
1
¥小

J汗
2hに仲
UF
ご

KMMJ
刊
誌
ニ
リ
叫
ぷ

(
e
z『
ム
ズ
RJ
叶
u

zu口同一
VM凶
J々
に
に
E
w
m
r
r
a

〉戸
U

N
〈
ニ
ド
抑

H

E

Z
円

μ
H
hロ
叫
マ

M
r
r
己
目
¥
出
f
}

広
匹
見
己
E
J

白
山
ハ
)
(
T
H
H
ト
)
↓
竺
E
3
円
山
口
出
叫

【

)
F

一HMZ2
円ズケ
¥[kp
一口氏
2
4
¥
欠。一一百}】
ddu
悼
の
(
〕
三
)
先
口
日
比
ヨ
で
コ
ゴ
MJm¥43ftu¥4r一ぐよ吉コ

pr¥}
山g
n
r
，'ロ
t
戸
会
〉
己
時
一
に
(
〕
ご
u
一山一
523
河
口
凶
ム

(
U
J

〈
拘
]
凶
山
一
一
〔
-
E
m
Z
¥
内
定
ω
4
2
4
3
1
ニ
ご
め
ロ
…
で
さ
C
Z
M
M
Z
円、
r
C
2
号、

F
5
0
¥
円
己
再
空
間
。
己
定
戸
市
民
主

H
E
E

ご
れ
い
対
v

歩
主
〈
レ
一
む
催
告
が
必
誌
だ
と
ず
る
己
解
も
あ
る
(
亡
一
己
主
、
一
?
と
X
7
5
¥
工
2

5

2

t

F

2
一一一
f
ニ

ン

広

三

f
m
山
(
J
U
Z寸
J

}

主
主

{

刈

「
C
R
hハリ日
?ι
沼

N
X
いい山
C
C
X
マ町ハり
η
民間弘

NC()乱

C一)叶
ipuI

ヘ
門
川
グ
マ
ン
、
日
日
ブ
は
、
一
一
条
の
わ
阿
接
沼
町
叶
ま
た
は
恒
推
↓
省
庁
に
ご
と
υ
一
は
め
ら
わ
れ
る
山
間
以
4
迎
脱
下
、
約
守
山
民
用
伯
に
肝
除
法
匹
芸
叶

与
ト
ヲ
る
約
款
条
況
は
い
原
北
と
す

J7Lι
一
戸
告
で
あ
る
ー
一
い
う

4
3
J
L
¥
ご
っ
つ
凶
勺
才
ミ
う
?
に

2
A
K
ヨ
2
2
f
v
〉
丘
一
日
(xzw
消
火
支

Z

山
河
口
句
会
J

F

E
こ
え
た
門
会
日

Z
T
μ
、一切
ω
(
廷
内
ん
コ
さ
ま
七
、
オ
ッ
ー
は
、
三
一
条
の
給
付
布
地
惟
を
お
張
L
q

る
ナ
ベ
門
I
C
4
く
川
限
J
G

〆
る
約
款
条
項

2

b

O
七
条
二
回
一
ロ
ヲ
ハ
よ
り
年
効
「
も
る
と
v

う
J

邸内
ιFト
ロ
ω日、
A
)
竺
C

日

54
抑
民
H

河
口
印

(山開」

JJJL
」¥「
E
L
m
r
F
E
¥
2
2ロ
ペ
同
¥
む
と
EHW
戸
p
u
ト
巳
日
目
)
〔
戸
叫
従
軍

Z
岡
山
開
口
羽
(
}

戸
川
)
一
不
可
の
円
相
有
改
い
い
制
す

Z
規
定
士
新
設
す
る
三
こ
γ

い
荷
神
円
な
す
坊
は
ぐ
の
王
た
舟
山
/
-
υ

一
¥
先
沌
わ
義
持
者
を
保
護
ず
る
公
良
汗
、

訪
れ
ノ
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、
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説
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富
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い
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概
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仙
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仏
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削
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仏
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仔
♂
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台
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叱
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と
苓
え
ら
れ
る
の
は
、
商
人
山

γμ
け
る
品
川
円
以
引
二

J

ね
い
ご
、
白
馬
引
義
心
坊
を
わ
川
、
っ
売
が
向
品
ハ
)
山
声
一
号

q
止
す
る
と
U

う
羽
田
で
あ
る

が
、
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の
抗
弁
品
規
正
手
設
け
る
F
Z
は
、
売
ふ
の
山
市
淳
山
ト
乏
の
範
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で
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わ
ば
お
宰
付
き
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I
J
え
る
一
」
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川
山
叫
す
る
三
め
、

↑
」
れ
に
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っ
一
仁
川
山
川
停
ト
が
担
山
犬
山
山
尚
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が
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さ
れ
る
ヨ
キ
た
る
山
市
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企
雫
や
伺
z
ヘ
山
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が
武
先
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な
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主
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枚
。
こ
と
が
M
Y
お
J
A

れ

ゐ
、
じ
ぺ
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主
一
川
口
仁
岳
、
以
一
)

た
し
か
F
1
F
h
安
の
抗
弁
梓
の
円
久
行
を
殺
で
か
な
も
の
卜
し
た
り
広
範
な
桂
り
を
付

V
し
た
り

f
れ
ば
、
こ
の
偶
L

念
が
列
寸
ん
の
む
の
な
る

可
白
崎
は
あ
る

L
か

J

、
)
札
は
不
古
川
り
抗
日
万
株
規
定
書
官
吋
匂
か
主
か
の
町
一
地
ア
一
い
ハ
よ
じ
J
N
、

ιー
と
り
柄
引
火
付
川
一
効
県
を
ど
の
「
て
つ
に
止

め
心
カ
の
問
題
で
あ
る
山
川
士
円
規
定
を
立
げ
る
ご
と
円
体
が
、
官
1

つ
に
丘
一
品
企
出
荷

r
i
b
-
佐
官
一
歩
マ
ヲ
」
し
〈
じ
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
ハ
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な
ら
、
h
l
{
?
の
恥
汗
梓
の
空
件
を
満
た
さ
な
い
小
半
士
山
市
い
い

H
は
、
か
え

Jて
ヰ
す
陪
行
義
務
者
側
の
憤
fM
不
同
行
支
任
を
招
来
す
る
の

一J
あ
ハ
デ
、
川
川
社
停
止
す
る
完
隠
れ
義
務
νい
は
ご
の
H

ス
ク
守
口
、
土
ハ
r

h

と
あ
る
一
工
際
、
一
九
心
ソ
イ
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T

人
法
酢
、
花
行
の
吟
下
で

L

ヲ
で
h
t

不
J

え
の
抗
弁
μ
却
宏
一
一
長
)
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有
す
る
J
イ
ツ
G

お
い
て
、
ら
の
で
ρ
F
F
山
懸
念
が
呪
更
の
も
わ
い
な
り
本
お
な
れ
一
国
間
を
川
口
託
料

L

て

い
る
〆
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指
摘
は
、
れ
?
の
ん
「
り
な
い

J
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刀
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に
1

、
イ
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い
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町
下
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時
現
?
一
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刻
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弊
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を
も
と
ら
'
三
、
い
る
と

trれ

ば
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民
法
典
出
7
h
の
け
例
e
w
J

訟
が
一
告
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吏
作
る
つ
」
ぴ
効
果
を
組
ね
り
J

Q

解
釈
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同
士
一
夜
間
比
一
コ
一

υ
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年
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間
務
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改
正
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心
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f
L
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れ
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抗
力
川
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さ
れ
チ
介
、
¥
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程
悼
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説
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な
い
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菜
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ノ
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